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序文 

 

 日本政府は、カンボディア王国政府の要請に基づき、同国のプンプレック浄水場拡張計画に

かかる基本設計調査を行うことを決定し、国際協力事業団がこの調査を実施いたしました。 

 当事業団は、平成 12年 6月 10日から 8月 1日まで基本設計調査団を現地に派遣いたしまし

た。 

 調査団は、カンボディア政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現地調査

を実施いたしました。 帰国後の国内作業の後、平成 12年 10月 1日から 10月 10日まで実施

された基本設計概要書案の現地説明を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

 この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこ

とを願うものです。 

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝を申し上げます。 

 

平成 13年 1月  

 

国 際 協 力 事 業 団 

総 裁  斉 藤  邦 彦 



 

 

伝 達 状 

 

 今般、カンボディア王国におけるプンプレック浄水場拡張計画基本設計調査が終了いたしま

したので、ここに最終報告書を提出いたします。 

 

本調査は、貴事業団との契約に基づき弊企業体が、平成 12 年 6 月 8 日より平成 13 年 1 月 26

日までの約 8 ヶ月にわたり実施いたしてまいりました。今回の調査に際しましては、カンボデ

ィアの現状を十分に踏まえ、本計画の妥当性を検証するとともに、日本の無償資金協力の枠組

みに最も適した計画の策定に努めてまいりました。 

 

つきましては、本計画の推進に向けて、本報告書が活用されることを切望いたします。 
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要要要要        約約約約    
 

カンボディア国（以下「カ」国）はインドシナ半島南西部にあり、タイ、ラオス、ベトナムの

3国に囲まれている。国土は Mekong、Sap 両河川流域の広大な平野からなり、面積 18,100 ㎞ 2、

24 州からなる。2000 年の総人口は 1,210 万人、人口増加率は約 2.6％である。「カ」国経済は、

復興開始以降、GDP 成長率 4.0～7.6%で順調に成長を遂げてきたが、1997 年の政治危機による

混乱の影響を受け 1997 年～1998 年に一時成長が 1.0%に鈍化した。しかし、米の豊作、観光客

と衣類輸出の増加により経済は好転し、1999 年の GDP 成長率は 4.0％に回復した。1999 年の１

人当り GDP は 268US$、世帯当り平均月収入は 106US$である。 

 

調査対象地域であるプノンペン市は「カ」国の首都であり、Mekong 川中下流の海抜 10 m 前後

の平坦地に位置する。市内には、Mekong 川、Sap 川及び Bassac 川が流れ、市域はこれら河川の

西岸に発達している。1999 年におけるプノンペン市の総人口は 987 千人、その内 534 千人が都

市化した市街部、453 千人が農村部である市街近郊部に居住する。 

    

プノンペン市はモンス－ンの影響を強く受けた熱帯気候帯に位置し、気候は雨期と乾期に明確

に 2分される。5～10 月の雨期には南西風が多量の降雨をもたらし、11～4月の乾期には北東風

が大陸の乾燥した大気をもたらす。年間降水量は約 1,300 ㎜であり、そのほとんどが雨期に集

中する。年間を通して高温多湿で、気温は乾期の末期 4月に最高（約 35℃）となり、乾期の初

期 12 月に最低（約 29℃）となる。年平均気温は約 30℃である。 

 

プノンペン市の水道施設は、長期にわたる内戦等の混乱の中で破壊され、その維持管理も放棄

されていたため老朽化が著しかった。このため、市内の給水状況は極度に悪化していた。1991

年のパリ合意の結果、日本を始め海外援助国・機関がプノンペン市の水道事業の復興支援を開

始した。我が国は、1993 年、同市の上水道機能の回復を目的とした開発調査「プノンペン市上

水道整備計画」を実施し、2010 年を目標年次とした水道マスタープランを作成した。計画の目

的は、プノンペン市住民の最小限必要な水需要を満たすために、緊急的に水道給水量を増加す

ること及び給水水質を改善することであった。このマスタープラン中で、以下の浄水場改修・

拡張・新設計画が提案された。 

• 第 1次緊急改修計画 ：プンプレック浄水場（100,000 m3/日）改修 

 ：チャンカーモン浄水場（10,000 m3/日）改修 

• 第 2次緊急改修計画  ：プンプレック浄水場 50,000 m3/日の拡張 

 ：チャンカーモン浄水場 10,000 m3/日の拡張 

• 新設計画  ：第 1期浄水場新設（65,000 m3/日） 

 ：第 2期浄水場新設（65,000 m3/日） 

今回要請されたプンプレック浄水場の拡張は第 2 次緊急改修計画として提案されていたもので

ある。 
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このマスタープランをもとに、我が国を始め各ドナー国・機関がプノンペン市の水道事業の復

興に協力してきた結果、同市の浄水能力は内戦終了後の 63,000 m3/日から 120,000 m3/日（1997

年時点）に増加し、市街地内の多くの地域で配水管網が更新され、給水状況が改善された。給

水人口は復興前の約 15万人から 33万人に増加し、これら住民に対し 24 時間安定した給水が実

現している。また、水道事業運営面では、水道メーターはほぼ 100%設置され、コンピュータ管

理された料金徴収システムの導入により料金請求率は着実に増加し、請求料金はほぼ 100％回

収されている。有収水量率も、漏水制御や不法接続の減少、料金徴収方法の改善により 2000

年 3 月現在で 61%まで改善している。今後も継続的に漏水制御や不法接続の減少、料金徴収方

法の改善等が実施され、有収水量が増加する見込みである。 

 

このように水道施設や運営状況が改善したものの、水道普及率は、プノンペン市市街部のみで

約 60％、市内全域では未だ約 32％にとどまっている。さらに、市の人口は年間約 5%で急激に

増加しており、未給水人口が年々増加している状況にある。未給水地域の市民は、自己水源と

して雨水、湖沼水、浅井戸水を未処理のまま使用したり、民間の水販売業者（Wholesaler)から

未処理あるいは簡易処理しただけの不衛生な水の購入を余儀なくされている。このような不衛

生な水は、プノンペン市水道公社（PPWSA）の水道価格の 6 倍～23 倍で販売され、その購入者

の大部分が貧困層で占められている。また、PPWSA の水道水は、浄水場の老朽化による水質改

善能力の低下及び不適切な浄水処理管理により、WHO の水質基準を満足できないでいる。さら

に、プノンペン市の市街部における給水圧は概ね 0～1.0 kg/cm2 であり、適切な水圧で給水で

きない状況にある。 

 

「カ」国政府は、このようなプノンペン市の給水状況を改善するため、上位計画により供給量

の増加、普及率の向上、給水水質の向上、給水圧の適正化等を掲げ、他ドナーからも積極的に

援助を受けている。ただし、供給能力の増加に対しては未だ不十分なため、平成 9 年 1 月、我

が国に対しプンプレック浄水場の拡張にかかる無償資金協力の要請がなされた。 

 

この要請に基づき、我が国は、基本設計調査団を平成 12 年 6 月 10 日から同年 8月 1日の間、

「カ」国に派遣した。その間、6月 19日から 5日間、「カ」国側実施機関である PPWSA と基本

設計調査のインセプションレポートについて協議を行った。その際、「カ」国側は、プンプレ

ック浄水場既存施設の問題点に基づき、当初要請を変更した最新要請（要約‐表 1 参照）を出

した。調査団は、この変更要請に基づき現地調査ならびに関連資料の収集等を実施した。帰国

後の国内解析において、調査団は本件協力の妥当性を検討の上、最適施設案を含む基本設計概

要書を作成した。同年 10 月 1 日から 10 日間、再度、調査団が「カ」国に派遣され、基本設計

概要書の説明及び協議を行った。その結果、｢カ｣国側は｢カ｣国側負担事項を含む計画施設内容

を基本的に了承した。帰国後、上記結果を基に、必要な修正を加え最終報告書を作成した。 
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本計画は 2005 年を目標年次とし、プノンペン市の水道普及人口を増加させるためにプンプレッ

ク浄水場を 100,000 m3/日から 150,000 m3/日に拡張すること、並びに住民に対して衛生的な水

を安定して供給するために、既存浄水場を改修/改善し、浄水水質の改善及び給水圧の適正化を

行うことを目的としている。 

 

プンプレック浄水場の拡張規模は、2001 年 10 月に完成するチュルイチャンワール浄水場の能

力 65,000 m3/日を考慮し、2005 年のプノンペン市の需要水量を満たす規模を目処とし、50,000 

m3/日とした。本計画の実施により 2005 年におけるプノンペン市の総浄水能力は、以下に内訳

を示すとおり 235,000 m3/日となり、2005 年の総計画需要水量 234,000 m3/日とほぼバランスす

る。 

- プンプレック浄水場：150,000 m3/日 

- チャンカーモン浄水場：20,000 m3/日 

- チュルイチャンワール浄水場：65,000 m3/日 

 

本計画の協力範囲は、当初、プンプレック浄水場拡張分の取水・導水・浄水・配水施設の新設

であったが、最終的に、新設施設の効果発現に影響を及ぼす既存施設に限って、必要最小限の

改修/更新を加えることとした。 

 

以下に計画概要を列挙し、要約‐表 1 に原要請及び変更要請とともに最適案を示す。また、要

約‐図１に拡張後の浄水場フロー、要約‐表２に本計画の施設/設備内容を示す。 

 

• 「カ｣国側の要請どおり、浄水場の拡張能力はプノンペン市の 2005 年の需要水量を満たす能

力とし、50,000 m3/日とする。 

• 拡張配水池に対する「カ」国側の要請は 10,000 m3の新設であったが、市内の需要水量の時

間変動パターンを分析した結果、拡張配水池容量として 5,000 m3 が適切と判明したため、

5,000 m3の配水池を築造する。これにより、既存配水池容量 20,000 m3と合わせれば、総配

水池容量が 25,000 m3となる。 

• 浄水処理能力の拡張に伴い取水ポンプを 2台新設する。更に、老朽取水ポンプ 1台を更新す

る。 

• 浄水場の処理能力の拡張に伴い 1台の配水ポンプを新設する。更に、市内の給水区域内で適

切な給水圧を確保するために、機能不全に陥っている既存の配水ポンプ 3台を更新する。 

• 同浄水場の浄水水質を WHO の飲料水質基準に適合させるため、既存浄水処理施設の改善（沈

澱池に整流壁の設置）及び老朽化した薬品注入設備の更新をする。更に、浄水水質管理の改

善の重要性に鑑み、必要最低限の水質分析機器を設置する。 

• 先方の維持管理技術レベルを考慮して、極力単純な施設を採用し、自動化機器を必要最小限

にする。特に、浄水場で最も維持管理が難しい薬品注入設備については、既存の機械式から

維持管理が容易で故障しにくくかつ安価な重力式に変更する。 
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要約-表 １ 原要請、変更要請及び最適案の内容 

 

 原要請内容 変更要請内容 最適拡張/改善内容(主要部分） 

 平成 9 年 1 月 （B/D 現地調査時） 拡張分 既存施設の変更内容 

取水施設 • 取水施設の改善 • 取水ポンプ 3台更新 
• 浄水場拡張用取水ポ
ンプ 2台新設    

• 浄水場拡張用取水ポン
プ（2200 m3/時）2 台新
設    

• 既 存 取 水 ポ ン プ
（2200 m3/時）3 台の
内 1 台更新 

導水施設 • 導水管（口径 700 
mmx1.5 km）新設 

• 導水管（φ1200mm x 
1.5 km）新設 

• 導水管（φ1200 mm x 1.5 
km）新設 

• 既存導水管は新設
管のスタンバイとす
る 

浄水施設 • 着水井、急速混和
池、緩速混和池、薬
品沈澱池、急速ろ過
池の新設 (50,000 
m3/日分) 

• 着水井、急速混和池、
緩速混和池、薬品沈澱
池、急速ろ過池の新設
（50,000 m3/日分） 

• 着水井、急速混和池の
新設（150,000 m3/日分） 

• 緩速混和池、薬品沈澱
池、急速ろ過池の新設
（50,000 m3/日分） 

• 既存着水井、急速混
和池の能力は新設に
含む 

• 薬品沈澱池に整流
壁の設置 

薬品施設 • 薬品注入施設の新
設（50,000 m3/日） 

• 薬品注入施設の新設
（150,000 m3/日） 

• 水質分析室及び機器
の拡充 

• 薬品棟の新設 
• 重力式薬品注入施設新
設（150,000 m3/日） 

• 水質分析室及び機器の
拡充 

• 既存薬品注入施設
の能力は新設に含む 

配水池 • 10,000 m3新設 • 10,000 m3新設 • 5,000 m3新設 ― 
配水 
ポンプ 

• 配水ポンプ 1 台新
設 

• 配水ポンプ 1台新設 
• 配水ポンプ 3台更新 

• 配水ポンプ 1台新設 • 配水ポンプ3台更新 

 

 

 

 

：新設 

：既存 
 
：能力増強 

着水井･ 
急速混和池･ 
分配槽 

ろ
過
池
浄
水
渠 

ﾌﾛｯｸ形成池 
薬品沈澱池 
急速ろ過池 

導水 

（拡張） 
ﾌﾛｯｸ形成池 
薬品沈澱池 
急速ろ過池 

No1.配
水池 

送配水 
ポンプ 

No.2配
水池 

配水池 

市内へ
送配水 

要約‐図１ 施設拡張後のシステム内の水の流れ 

取水 

Sap 川 

薬品棟 
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要約‐表 ２ 施設/設備・機材の内容 

 

施設名 計画内容 数量 

1.取水施設 

• 取水ポンプ（2200 m3/時）の新設 
• 取水ポンプ（2200 m3/時）の更新 
• 取水塔取水口の改修 
• 取水塔内クレーンの改修（トロリ部分取替え） 
• 取水塔内水位計の改善（超音波式水位計） 

2 台 
1 台 
4 ヶ所 
1 基 
1 台 

2.導水施設 
• 導水管（ダクタイル鋳鉄管φ1,200 mm x 1.5 km）の敷設 
• 水撃作用防止装置（エアーベッセル）設置 
• 付帯設備（弁室・弁類）の据付 

1 条 
2 基 
1 式 

3.水処理施設 

• 原水流量計（フロート式）の設置 
• 150,000 m3/日分の着水井・急速混和池・分配槽（一体構
造）の建設 

• 50,000 m3/日分のフロック形成池の建設 
• 50,000 m3/日分の薬品沈澱池の建設 
• 50,000 m3/日分の急速ろ過池の建設 
• 既存薬品沈澱池の改善（整流壁の設置） 

1 器 
1 池 
 
8 池 
4 池 
8 池 
6 池 

4.薬品注入施設 

• 薬品棟建設（注入室、薬品倉庫、水質試験室） 
• 150,000 m3/日分の薬品注入設備据付（固形硫酸ばんど、
消石灰、塩素） 

• 塩素ガス中和装置 
• 一般水質分析器具の供給と据付（別表参照） 

1 棟 
1 式 
 
1 式 
1 式 

5.配水池 • 配水池 5,000 m3の建設 2 池 

6.配水ポンプ 
• 配水ポンプ（1050 m3/時）の新設 
• 配水ポンプ（2100 m3/時）の更新 

1 台 
3 台 

7.電気・計装 • 電気・計装設備の設置 1 式 
8.連絡管 • 場内連絡管（既存施設と新設を連絡等）の敷設 1 式 
9.水質検査 • 水質検査機器及び試薬 １式 

 

本計画の工期は合計 24 ヶ月となる。以下に各工事の必要期間を示す。 

施工準備・仮設 2 ヶ月 

50,000 m3/日の拡張工事 14 ヶ月 

50,000 m3/日の試運転 2 ヶ月 

拡張工事終了後の既存施設の改修/改善 4 ヶ月 

浄水場の試運転・調整及び後片付け 2 ヶ月 

 

総事業費及び日本政府負担分の期毎の事業費は下記のとおり見積もられる。 

総事業費 26.55 億円 

（内訳）日本国政府負担分 26.40 億円 

    ｢カ｣国側負担分  0.15 億円 
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（日本国政府負担分内訳）設計監理費 0.60 億円 

 第 1 期 7.36 億円 

 第 2 期 15.17 億円 

 第 3 期 3.27 億円 

 

本計画の実施効果を下記に示す。 

 

［直接効果］ 

 

 本プロジェクトにより以下のとおり給水状況が改善する。 

• 50,000 m3/日の供給量の増加及び既存浄水場の浄水水質の改善により、54.5 万人に安全な水

を供給可能となり、本浄水場がカバーする給水地域の水道普及率が、現在の 60%から 2005

年に 100%となることが可能となる。 

• 市街部の水道未給水人口の多くは貧困層であり、本拡張浄水場で生産された浄水は優先的に

これらの貧困層への給水に使用され、貧困層の給水状況が大幅に改善される。 

• 産業・公共セクターにおいても直接飲料可能な水を入手できるようになる。特に、レストラ

ンや学校などでの裨益効果が大きい。 

• 市内の給水区域内で給水圧が 25～30 kg/cm2となり、給水区域末端まで十分な水圧で水を供

給できるようになる。これにより、住民は、個別貯水槽やポンプの設置あるいはアパートの

下階からの水運搬なしに給水を受けることができるようになる。 

 

［間接効果］ 

 

① 54.5 万人の住民の衛生環境の向上 

衛生的な水の供給の増加により、現在、年間約 5,000 人いる水因性疾病（赤痢、腸チフス、

コレラ、下痢）患者の減少に寄与し、乳幼児の死亡率の減少、市民及び市当局の医療費の

節減、健康体の増加による労働力が強化される。 

② 貧困層の生活改善/貧困緩和 

貧困層は、不衛生な水の使用のみならず、民間の水販売業者から PPWSA の水道水の 6-23

倍の価格で水を購入している。更に、衛生局への聞き取り調査によると、貧困層住民の多

くが、水因性疾患、特に水に起因すると考えられる胃腸病等を罹っている。これら貧困層

の患者は病院にいけないため、統計には現れてこない。貧困層への衛生的で安価な PPWSA

の水道の普及により、同層の貧困が緩和され生活レベルが改善する。 

③ PPWSA の運営・維持管理体制の強化等 

増加分の水量の販売による水道料金収入の増加と水道公社の利潤が増加し PPWSA の財政力

が強化する。これにより、技術力・管理能力の向上、必要なスペアパーツのタイムリーな

購入による適切な維持管理の実施、高度な技術の導入、給水地域の更なる拡大が望める。 
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④ 他の浄水場への裨益効果 

プンプレック浄水場の水質試験ラボラトリーは、プノンペン全市の水質検査のみならず、

委託により地方水道の水質試験も行っている。従って、同浄水場の水質試験・管理技術向

上は、「カ」国の地方水道の水質改善にも寄与する。また、PPWSA を含めて「カ」国全体

の水道部門において、浄水処理技術レベルは高くない。本プロジェクトにより、PPWSA の

浄水処理技術レベルが向上する。PPWSA は同国の他地域の水道事業に技術移転することに

より、将来的には「カ」国全体の浄水技術及び給水水質の改善が期待できる。 

⑤ 首都の発展 

プノンペン市は「カ」国の首都であり、産業・公共サービスが集中しているが、水供給量

不足により、都市としての健全な発展が阻害されている。本プロジェクトの供給水量の増

加により、水不足が解消し、都市機能の健全な発展が期待できる。 

 

本計画の計画生活用原単位は 132 L/人/日とベーシックヒューマンニーズ（BHN）の範囲内にあ

り、本計画の実施による裨益人口は 54万人、その最大の裨益者は市街部貧困層である。本計画

は、このように広く効果が期待されると同時に、住民の BHN の向上及び民生の安定に寄与する。

よって、本計画を無償資金協力で実施する意義は大きいと判断される。 

 

本計画の円滑な実施及びその効果を最大限に発現させるために、「カ」国側は、以下に示す提

言を実施する必要がある。 

 

拡張分の浄水場完成後、既存施設の改良工事が実施される。この間、一時的及び部分的に既存

浄水場を停止する必要が出てくるため、市内の断水及び減水が生じる。市民生活への影響を最

小限に抑えるために、日本側は、減水量及び断水時間を最小化する最適な工事手法を採用する

が、それに加え、PPWSA は、他浄水場の浄水の利用や市民への適切な広報活動等の処置を講じ

る必要がある。 

 

本計画による浄水場の拡張により増加した浄水を市民に給水するためには、配水管網の整備が

必要である。市街部の配水管網整備は 2001 年中に PPWSA によって終了する計画となっており、

予定通り完了する必要がある。さらに、給水人口増加のためには、各戸給水接続数の増加が必

要である。PPWSA は未給水住民に対して、十分な広報活動を実施し、水道接続を促進する必要

がある。特に、貧困層住民に対して水道接続のメリットを十分説明することにより、これら住

民への給水接続を促進する必要がある。PPWSA は現在、貧困層住民が接続しやすい環境（水道

接続料金の分割払い、接続料金の一部補助等）を整えており、今後も継続的にこの方策を実施

する必要がある。 

 

本計画の中で、主要な計画設備のスペアパーツを約 2 年間分供与するが、以後のスペアパーツ

の購入に関しては、PPWSA が計画的にスペアパーツ予算を確保し調達する必要がある。 
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完成した施設に対する維持管理が不十分であれば、既存及び拡張施設の効果を十分に発現させ

ることはできない。我が国は、日本人専門家、第 3国専門家、及び JOCV のボランティアを PPWSA

に派遣し、水道施設の維持管理技術及び水質分析技術の移転を行っている。また、PPWSA は過

去3年間に29人の研修員を我が国を含む他国に派遣し上水道施設の維持管理及び運営に関する

技術移入を行っている。PPWSA は、今後もこれら研修事業を継続して利用し、浄水場スタッフ

の訓練を行い、適性な技術を取得させ、水道施設の維持管理能力を向上する必要がある。 

 

本計画の主要な目的の一つは、既存及び拡張浄水場を含めた浄水水質の改善である。浄水水質

の改善には、浄水処理技術及び水質検査技術の向上が必須である。しかしながら、PPWSA には、

適切な浄水処理管理を行うための技術者が不足している。PPWSA は十分な技術を持つ浄水処理

技術者、水質管理技師を新規雇用あるいはトレーニングを通して確保する必要がある。 

 

我が国も、本計画の効果を十分発現させるために、日本あるいはタイ等の第３国から浄水処理

の専門家を派遣し、これを支援する必要がある。 
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第１章  プロジェクトの背景・経緯 
 

１‐１ 当該セクターの現状と課題 

 

１‐１‐１ 上位計画 

 

（１） 第 1次国家開発計画（1996 年～2000 年） 

 

カンボディア国（以降「カ」国）は第1次国家開発計画を1996年から2000年の期間で実施して

いる。同計画では、プノンペン市水道事業の長期目標を、「プノンペン市水道公社（PPWSA）が財

政的に独立した組織となり、WHO の飲料水基準を満たす水を市民に支払い可能な価格で供給する

ことである」としている。この期間に達成すべきPPWSA の具体的な目標として以下のものがあげ

られている。 

 

• 第 1段階として、プノンペン市市街部の640,000人の市民に飲料に適する水を供給するための

既存水道システムを改修する。 

• プノンペン市の全人口 916,000 人のため、水供給能力を 220,000 m3/日に増加させる。 

• 運営・維持管理の効率を改善するために、PPWSAの一般及び技術職員に対して国内外での訓練

を行う。 

• 水道計画、調査、プロジェクト、融資等の重複を避けるため、海外の協力機関と協調する。 

• PPWSAが自助努力により運営・維持管理できる時期に達するまで、水道システムの改修、拡張

に必要な資源を開発し獲得するために海外の協力機関と協調して水道事業の整備を行う。 

 

（２） プノンペン市上水道マスタープラン及び緊急改修計画（JICA 1993 年） 

 

プノンペン市は長期にわたる内戦等の混乱の中で、上水道施設は破壊され著しく老朽化し、その

維持管理は放置されていたため、市内の給水状況は極度に悪化していた。このような状況を改善

するために、1993年、我が国は、同市の上水道機能の回復を目的とした開発調査「プノンペン市

上水道整備計画」を実施し、2010年を目標年次とした水道マスタープランを作成した。更に、同

マスタープラン内で、緊急に実施すべき事業を緊急改修計画として取りまとめた。計画目標は海

外の援助協力機関と協力し、プノンペン市住民の最小限必要な水需要を満たすために緊急的に水

道給水量を増加させること及び給水水質を改善することである。 

 

本マスタープランは、第1次緊急改修計画として、プンプレック浄水場（100,000 m3/日）及びチ

ャンカーモン浄水場（10,000 m3/日）の改修、第 2 次緊急改修計画として、プンプレック浄水場

（50,000 m3/日）及びチャンカーモン浄水場（10,000 m3/日）の拡張を1995年～1996年に実施す

るよう提案した。更に、2003年以降、130,000 m3/日分の浄水場の新設/拡張が提案された。以下
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に需要水量及び計画浄水場改修/拡張計画を示す。 

 

表 １‐１-１ プノンペン市水道マスタープランの計画値 

 

 1992 年 2000 年 2005 年 2010 年 

総人口 682,936 1,020,500 1,352,796 1,851,458 

給水人口 532,160 752,410 957,418 1,254,143 

1 人 1日平均水使用量（L/人/日） 100 150 175 200 
漏水率（％） 50 40 30 20 
日平均需要水量（m3/日） 106,432 188,103 239,355 313,536 
日最大係数 1.3 1.3 1.3 1.3 
日最大水需要量（m3/日） 138,362  244,533 311,161 407,596 

 

図 １‐１-１ 需要水量予測と浄水場改修/拡張計画（上水道マスタープラン 1993年） 

 

マスタープランを基に、現在まで日本をはじめとする海外援助国・機関がプノンペン市の水道事

業の復興に協力してきた。今回要請されたプンプレック浄水場の拡張（50,000 m3/日）は、本マス

タープラン内で、緊急に実施されるべきプロジェクトとして位置付けられ、第 2次改修計画内で

実施される予定だったものである。 
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（３） PPWSA3 ヵ年事業計画（2000 年－2002 年） 

 

PPWSA は 2000年 4月に 3ヵ年事業計画を作成した。この事業計画は、PPWSAが適切な水道料金で

コスト効率の良いサービスを供給し、財政的に独立した組織を続けることを主眼としている。計

画の目標と 3年間に実施すべき戦略の概要を以下に示す。 

 

１） 目標 

 

項目 目標 
水供給 プノンペン市の住民に適切な（WHO の飲料水基準を満たす水質の）水道水を供

給する。加えて、増加する水需要量を満たす十分な量の水を供給する。 
投資プログラム プノンペン市水道システムの更新と拡張を可能とする再開発のための投資計

画を実施する。一方、同時に合理的な価格で水を供給できるコストを維持する。 
財務マネージメント 短長期ともに PPWSA の財務を高めその能力を維持する 
資産マネージメント 最小限の耐用コストで水道施設を維持管理する。 
システムマネージメ
ント 

PPWSA がその目的を達成するのに必要な適切な管理制度を実施する。 

人的資源マネージメ
ント 

PPWSA は適切な職員構成を確保する。そのために PPWSA の職員は適切な訓練が
施され、効果的で効率的なプノンペン市水道システムの運営・維持管理を企画
するための適切なレベルの技術を持つようになる。 

環境マネージメント 環境影響を最小限にしながらプノンペン市の水道を運営する。 
パフォーマンスアセ
スメント 

水道サービスの持続的な改善を補助するため、関連諸機関に PPWSA の透明性、
説明責任を確保する情報を提供する。 

消費者サービス 水需要者のニーズの変化を継続的にモニターしそれに答える。 
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２） 実施目標 

 

項目 目標 
1.サービスレベル  
1.1 給水の信頼
性 

• 配水本管を更新した地域においては、単位 km 当りの配水本管の修繕数を年 2
回に低減させる。 

• 戸別接続を更新した地域においては、1000 接続当りの修繕数を年 10 回に低減
させる。 

• 不明水の量を 45.6％から 2000 年に 40%、2001 年に 35％まで低減する。 
• 最低必要水量 150 L/人/日を確保する。 
• 少なくとも市内中心部の 70 %の地域において給水圧 10 kg/m2以上を確保する。 

1.2 水質 • 水質サンプルの 95％以上で大腸菌数０を確保、同様に 95％以上で糞便性大腸菌
数０を確保する。 

• 2001 年までに収集分析する水質サンプルの数を 21 ヶ所以上とする。 
1.3 顧客満足度 • 水質不満足を訴える給水接続数を 1年当り 1000 接続当り 50 以下とする。 

• 給水の量と水圧の不満足を訴える数を1年当り1000接続数当り50以下とする。 
• 2001 年までに、接続希望者からの接続料金を領収してから 20 日以内に 95 %の
接続をするようにする。 

2. 運営  
2.1 投資プログ
ラム 

• 世銀、ADB のローン協定内にある協約を期日どおり実施する。 
• カンボディア政府準法令52とPPWSA運営に関連する法規の全ての必要要件を
満たすこと。 

• 3 ヵ年事業計画と付属資料を毎年レビューする。 
2.2 財務マネー
ジメント 

• 2001 年までに資産の実収益率を 0.7 %まで増加させる。 
• 2000 年の初頭までにPPWSAの財務会計及び報告システムの再開発を終了する。 
• 2000年初頭までにPPWSAのコンピュータ化された在庫システムの再開発を終了
する。 

• 2001 年までにそれぞれの顧客グループ毎に未払い請求書数を全請求書発行数
の 2.5％以下とする。同様に未払い請求額を全請求額の 5.0 %以下とする。 

• 2001 年までに未払い期間を 90 日以下とする。 
2.3 資産マネー
ジメント 

• PPWSA の全資産を登録し随時更新する。2年に一回全ての資産評価を実施し、水
道料金に反映する。 

• 2000 年中に資産同定プログラムを導入する。 
• 2000 年中に資産管理システムを開発する。 
• 3 年に一回資産管理システムのパフォーマンスをレビューする。 

2.4 水道システ
ムマネージメント 

• 漏水防止、適正水道料金設定を通して需要量管理をする。 
• 定期的なエネルギー監査等を通して電力使用量を最適化する。 
• 水道システム(水圧)を最適化する。 

2.5 環境マネー
ジメント 

• 水道システムの建設、運転時の環境影響を最小化する。 

2.6 パフォーマ
ンス評価 

• 市民にコスト効率の良いサービスを確保するため定期的にパフォーマンス評価
を実施し改善に努める. 

2.7 顧客、コミュ
ニティコンサルテ
ィング 

• 顧客、コミュニティーと密接な接触を目指し、高度なコンサルティングを実施
する。プノンペン市などの他の関係機関とも調整を図る。プノンペン市以外の
水道事業のトレーニングをする。 
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４） 計画給水人口、需要水量及び浄水場拡張計画（暫定計画） 

 

PPWSA は、マスタープランを基に 2015 年までの各地域の給水人口及び需要水量を算出している。

この 2015年の需要量をもとに市内の配水管網の整備が進められている。更に 2015年までの浄水

場の拡張計画も同計画に基づいて計画されており、これによると、本要請プロジェクト施設は

2003 年に稼動する計画となっている。 

 

 

１‐１‐２ 現状と課題 

 

（１） 復興後の給水状況の改善 

 

1993 年に我が国の協力により策定されたプノンペン市上水道マスタープランをもとに、日本を含

む援助国・機関がプノンペン市の水道事業の復興に協力してきた結果、同市の浄水場の生産能力

は内戦終了後の63,000 m3/日から 120,000 m3/日（プンプレック浄水場100,000 m3/日、チャンカ

ーモン浄水場20,000 m3/日）に増加し、市街部の配水管網は、Chamcar Morn 地区と Tuol Kork地

区の一部を除いて更新が終了している。この結果、復興前の 1日 12時間から24時間給水となり、

漏水率も約50 %から大きく低減し新設管敷設地域では平均14 %前後まで減少した（資料7.4参照）。

これにより有効水量も増加し、給水人口は約13万人から33万人となった（表１-１-２参照）。 
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表 １‐１-２ プノンペン市の水道の状況（内戦終了時と現在） 

 
項目 内戦終了時（1992 年） 現在（2000 年 1/6 期） 

市内総人口 約 70 万人 104 万人 
水道給水人口 130,000 人 注 1）2） 332,000 人 注１） 
総浄水能力 63,000 m3/日 120,000 m3/日 
水道給水時間 不連続給水（12 時間/日） 連続給水（24 時間） 

給水水圧 ほとんど水圧ゼロ 
0～10 kg/cm2 (m) 

1 階への直接給水のみ可能 

水質 飲用不適 
給水水質は改善したが、 
WHO の基準を満たせず 

配水管網 282 km（老朽管） 433 km（新設管） 
各戸給水接続数 26,880 61,790 
メータ接続率 12％ 99.5 % 
有収水量率 20％ 61.7 % 
料金徴収率（水量ベース） 40％ 91.7 % 
料金徴収率(メータ数ベース) ‐ 99.5 % 
料金徴収率（公共用水） ‐ 49.0 % 
漏水率 約 50 % 14 % 注 3） 
1000 接続当りの職員数 18 7 
出典）PPWSA 
注：1. 水道給水人口は、生活用給水接続数にプノンペン市の 1世帯当り平均構成員数（5.7人）を掛けて算出し

た。 
  2. 1992 年の生活用給水接続数は総接続数の 85％（現在の比率）として推定した。 
  3. 7th January 地区及び Don Penh 地区の新設管網地区の一部における不明水調査結果（資料 7.4 参照） 
  4. 無収率38.3％と調査漏水率 14 %には 24.3 %の差があるが、これは、漏水調査地域が市内の小区域であり、

かつ比較的漏水率が低いと考えられる地域の調査結果であるためである。 

 

（２） プノンペン市内水道施設 

 

プノンペン市には、プンプレック、チャンカーモン及びチュルイチャンワールの 3浄水場がある。

現在、浄水場から給水が行われているのはプンプレックとチャンカーモンの 2浄水場であり、チ

ュルイチャンワールは1983年より浄水場が稼動停止しており、給水が行われていない。しかし、

世銀の有償資金協力によるチュルイチャンワール浄水場の改築（2001年 10月完工見込み）及び、

ADB有償資金協力による送水システムの建設（2002年 5月完工見込み）により、給水を再開でき

る見込みである。 

 

１） プンプレック浄水場システム 

 

a. 原水：Sap 川表流水 

b. 取水：Sap 川に設置された取水塔のポンプにより取水 

c. 導水：Sap 川からプンプレック浄水場までの約 1.3 キロ、口径 700mm×2条 

d. 浄水：プンプレック浄水場 

e. 公称浄水能力：100,000 m3/日 
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f. 日平均浄水実績（1999 年）：93,000 m3/日 

g. 浄水処理：急速ろ過方式（横流式薬品沈殿池（固形硫酸バンド）、重力式急速ろ過池、塩素

消毒） 

h. 送配水：浄水場内に設置されたポンプにより、直接市内への配水と高架水槽への送水を行っ

ている。 

i. 現在の給水区域：Don Penh 地区、７th January地区、高架水槽、Chamcar Morn 地区の一部、

Tuol Kork 地区 

 

２） チャンカーモン浄水場システム 

 

a. 原水：Bassac 川表流水 

b. 取水：Bassac 川内に設置された取水塔のポンプにより取水 

c. 浄水：チャンカーモン浄水場 

d. 公称浄水能力：20,000 m3/日 

e. 日平均浄水実績（1999 年）：19,000 m3/日 

e. 浄水処理：急速ろ過方式（高速凝集沈殿池（固形硫酸バンド及び消石灰）、圧力式急速ろ過

池、塩素消毒）  

f. 送配水：浄水場内に設置されたポンプによる配水を行っている。 

g. 現在の給水区域：Chamcar Morn 地区の一部 

 

３） チュルイチャンワール浄水場システム（建設中：2001 年 10 月完工見込み） 

 

a. 原水：Mekong 川表流水 

b. 取水：Mekong 川内に設置された取水塔のポンプにより取水 

c. 浄水：チュルイチャンワール浄水場 

d. 処理能力：6.5 万 m3/日 

e. 浄水処理：急速ろ過方式（傾斜管式薬品沈殿池（消石灰及び固形硫酸バンド‐PAC の使用も

検討中）、重力式急速ろ過池、塩素消毒）  

f. 送配水：浄水場内のポンプで送水管に送水 

g. 給水区域：市街近郊部（Russey Keo、Dang Kor、Tuol Kork）に給水予定 

 

４） 給配水管 

 

市内の総配水管延長は435 km、そのほとんどがダクタイル鋳鉄管と高密度ポリエチレン管である

（表１－１－３）。 
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表 １‐１-３ 管種毎の配水管路延長（1999 年初頭） 

 

管種 φ50 (mm)以下 φ50 toφ300 (mm) φ300 (mm) 以上 合計（m） 

鋳鉄管 - - 22,061 22,061 
ダクタイル鋳鉄管 - 283,106 - 283,106 
鋼管 - - - - 
ポリエチレン管（HDPE） 300,765 129,908 - 129,908 
合計 300,765 413,014 22,061 435,075 

出典：PPWSA 

 

1993 年には約 50 %の漏水率であったが、新設管の敷設地域では 15 %前後に改善した。今後、全

市街部の配水管が更新されれば、市街部全域で 15 %程度の漏水率となると推定される。 

 

PPWSAでは漏水及び不明水制御は最大の課題である。PPWSAは世銀融資により漏水防止対策プログ

ラムを1997年から 2001年の期間で実施している。そのプログラムでは、市内に配水ゾーンを設

定しそのゾーン毎に流量計を設置し配水量を測定している。このゾーン配水量と各戸接続のメー

タ水量の合計を比較することにより漏水量を推定し漏水点の発見に努めている。PPWSA は漏水制

御チーム（1チーム 5人 x 6 チーム）を編成し漏水制御に当っている。 

 

1999 年 12月～2000年 2月の 3ヶ月間に実施した不明水調査によると以下のような漏水及び不法

接続が確認されている。不明水の発生件数の多くは給水管からの漏水と不法接続からなっている。 

 

表 １‐１-４ 不明水調査の結果（1999 年 12 月～2000 年 2月） 

 

漏水の種類 給水管 配水本管 弁 消火栓 不法接続 合計 
個所数 203 30 0 0 73 306 
出典：PPWSA 

 

（３） 現在の給水状況 

 

１） 給水区域 

 

PPWSAはプノンペン市全域の給水を担当している。プノンペン市は7地区から構成されている（巻

頭プロジェクトサイト図参照）。その内訳は市街部（都市型）の4地区（Don Penh, 7th January, 

Chamcar Morn, Tuol Kork）と市街近郊部（農村型）の 3地区（Russey Keo ,Tuol Kork, Dang Kor）

に分類される。現在、PPWSA の配水管網は市街部のみに整備されており、市街部 4 地区に水道に

よる給水を行っている。ただし、市街部に近い近郊部の 2地区（Russey Keo,Tuol Kork）のごく

一部にも水道による給水が行われている。 
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２）給水形態 

 

プノンペン市内の給水形態は、PPWSA による水道給水、Wholesaler（民間の水販売業者）による

給水及び住民の自己水源からなる。Wholesalerの販売水はPPWSAからの購入水、未処理及び簡易

処理しただけの不衛生な水である。住民の自己水源は未処理の雨水、湖沼水、浅井戸水である。 

 

a） 市街部 

 

市街部住民への給水は、主に PPWSA、Wholesalerにより行われている。市内に200～300ヶ所存在

する貧困コミュニティーのほとんどがWholesaler から給水を受けているが、現在、PPWSAによる

水道に敷設替えが進められている。 

 

b） 市街近郊部 

 

水道による給水はほとんど行われておらず、Wholesaler と自己水源により給水されている。自己

水源世帯は、各世帯毎に瓶があり雨水、表流水や地下水を汲んで貯留して利用している。この水

のほとんどは不衛生な水である。また、近郊部には工場が多く立地しており、これらは、独自に

地下水を揚水し各自の浄水施設で処理し使用している。 

 

３） 水道普及率 

 

1999 年末における地域別の PPWSA 水道給水接続数を表１－１－５に示す。総接続数は約 61,670

件、そのうち生活用接続数が 85.5％を占める。 

 

表 １‐１-５ 2000 年 1/6 期における水道給水接続数 

 

地区名 生活 商工業 公共 Wholesaler 計 
Don Penh 12,450 2,290 183 49 14,972 
7th January 12,482 1,900 63 26 14,471 
Chamcar Morn 15,822 2,548 91 39 18,500 
Toul Kork 11,487 1,531 49 54 13,121 
Russeｙ Keo 398 96 4 19 517 
Mean Chey 67 20 1 1 89 
Danｇ Kor 0 0 0 0 0 
合計 52,706 8,385 391 188 61,670 
％ 85.5 13.6 0.6 0.3 100.0 
出典：PPWSA 

 



 

 10

表１－１－６に推定普及人口及び普及率を示す。2000年初における市内全域の普及率は31 %、市

街部が 56％、市街近郊部は 1 %にも満たない。 

 

プノンペン市の貧困コミュニティーの多くは未給水地域であり、給水に関して最も不利益を被っ

ているのは貧困コミュニティーの住民である。これら貧困住民は、雨水や浅井戸水の不衛生な水

や Wholesalerから効果で不衛生的な水を購入し使用している。その価格は、PPWSAの水道料金の

6～23倍にも達する。 

 

表 １‐１-６ 推定普及人口 

 

 年間平均生活用 
水道接続数 

普及人口（推定） 1999年人口
（推定） 

普及率（％） 

地区名 1998 1999 1998年 
平均 

1999年 
平均 

2000年 
初頭 

  

Don Penh 
7th January 
Chamcar Morn 
Toul Kork 

11,538 
9,437 
9,435 
6,726 

11,954 
11,894 
12,628 
8,536 

65,767 
53,791 
53,777 
38,338 

68,135 
67,796 
71,980 
48,655 

70,965 
71,147 
90,185 
65,476 

120,121 
93,835 
170,094 
150,344 

59.1 
75.8 
53.0 
43.6 

Russeｙ Keo 
Mean Chey 
Danｇ Kor 

366 
48 

379 
55 

2,086 
274 
0 

2,157 
311 
0 

2,269 
382 
0 

179,159 
174,280 
99,396 

1.3 
0.2 
0.0 

合計 
市街部 
近郊部 

37,550 45,445 214,033 
211,673 
2,360 

259,034 
256,566 
2,468 

300,424 
297,774 
2,651 

987,229 
534,394 
452,835 

30.4 
55.7 
0.6 

注：1. 推定普及人口は生活用水道接続数にプノンペン市の 1世帯当り平均構成員数（5.7人）をかけて算出。 
  2. 1999 年の推定人口は、後述の人口予測を参照。 
  3. PPWSA 資料から推定。 
 

４） 浄水量 

 

プンプレック及びチャンカーモン浄水場の月別浄水量の推移を図１－１－２に示す。 
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図 １‐１-２ PPWSA の浄水量実績 

 

プンプレック浄水場の浄水量は１～７月の乾期に 85,000 m3/日に減少し雨期に 100,000 m3/日に

増加する。平均は92,000 m3/日である。この浄水量の変動は、需要水量の変動によるものではな

く、取水・導水能力の低下により乾期のSap川の低水位時に設計水量を導水できないことによる。 

 

チャンカーモン浄水場の拡張工事が終了した 1999 年以降、同浄水場の浄水能力は 20,000 m3/日

となった。1999 年の年間平均日浄水生産量は約 19,000 m3/日である。 

 

現在、両浄水場により、年間を通して 100,000 m3/日～120,000 m3/日の浄水が生産され市内の水

道利用者に配水されている。1998年及び 1999年におけるPPWSAの年間平均浄水量は、109,500 m3/

日及び 111,300 m3/日であった。 

 

チャンカーモン浄水場の給水区域はChamcar morn地区の一部であり、その他地域には、プンプレ

ック浄水場から給水されている。このうち、高架水槽が位置するオリンピックスタジアム近くの

地域には、プンプレック浄水場から高架水槽を通して配水している。 

 

５）給水量 

 

表１－１－７に 1999 年における各地区毎の年間平均有収水量を示す。総有収水量は 57,000 m3/

日、有収率は約 51％である。2000 年前半の有収率は約 62％と報告されている。 
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表 １‐１-７ 各地区毎の年間平均有収水量（1999 年） 

（単位：m3/日） 

   1998 年    1999 年  
 生活 商工業 公共 Whole 

saler 
計 生活 商工業 公共 Whole 

saler 
計 

Don Penh 9,290 4,821 3,349 365 17,825 9,854 5,330 3,755 332 19,271 
7th January 5,850 2,651 582 279 9,362 7,060 2,940 697 143 10,840 
Chamcar Morn 7,664 3,525 820 400 12,409 10,805 4,474 1,238 241 16,758 
Toul Kork 5,096 1,675 564 240 7,575 6,213 2,158 826 268 9,465 
Russey Keo 300 104 92 186 682 367 152 79 153 751 
Mean Chey 52 43 0 3 98 41 52 0 2 95 
Danｇ Kor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
合計 28,252 12,819 5,407 1,473 47,951 34,340 15,106 6,595 1,139 57,180 
％ 58.9 26.7 11.3 3.1 100.0 60.1 26.4 11.5 2.0 100.0 
出典：PPWSA 
注：ここでの Wholesalar は、PPWSA から浄水を購入している Wholesalar のみを含む。 

 

６） 1人 1日平均生活使用水量 

 

1998 年及び 1999 年の 1 人 1日平均生活使用水量を表１－１－８に示す。市街部では、高級住宅

地が散在する Don Penh 地区、Chamcar Morn 地区が約 150 L/人/日と高く、集合住宅が多い 7th 

January地区が 100 L/人/日強と最も低くなっている。市街部の平均は132 L/人/日である。市街

近郊部の使用水量は、1998年、1999年で大きく変動している。これは、給水接続数が極端に少な

いことによるものと考えられる。また、近郊部には貧困住民が多いため 1人当りの使用水量が少

ないと考えられるが、実際は大きくなっている。これは、富裕層のみが給水接続を有しているた

めと考えられる。 

 

表 １‐１-８ 各地区毎の１人１日平均生活使用水量 

                       L/人/日 

地区 1998 1999 
Don Penh 141 145 
7th January 109 104 
Chamcar Morn 143 150 
Toul Kork 133 128 
Russey Keo 144 170 
Mean Chey 190 132 
Danｇ Kor - - 
全地区平均 132 133 
市街部平均 132 132 

 

７） 給水水質 
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PPWSA の水道水は浄水処理されており、一般的な用途への使用には問題ないが、給水栓では残

留塩素が０となったり、細菌類が検出されるケースも存在し、WHO の飲料水水質基準を満足で

きない。この原因として、浄水場での不適切な浄水処理管理（特に、濁度除去及び塩素消毒過程）、

老朽管からの汚染、給配水管での低水圧による汚染水の混入、利用者側の受水槽での汚染が原因

としてあげられる。 

 

８） 給水圧 

 

市街部のごく一部、浄水場に近い地域及び高架水槽の近辺では、20 kg/cm2（水頭 20 m に相当）

程度の水圧が確保されているが、プノンペン市内の多くの地域で、給水圧は、0 ～ 1.0 kg/cm2

であり、未だ多くの住民が低水圧で不安定な給水を受けている。 

 

（４）水道事業運営 

 

水道接続者には水道メーターがほぼ 100 %設置され、コンピュータ管理された料金徴収システム

により料金請求率は着実に増加し、料金請求水量の約 92％が回収されている。有収率も、漏水制

御や不法接続の減少、料金徴収方法の改善により 2000 年 3 月現在で 62 %まで改善している。今

後も継続的にこれらの施策が実施され有収水量が増加する見込みである。更に、水道料金に関し

てもアジア開発銀行の技術協力により逓増性の水道料金システムが確立された。1,000 接続当り

の職員数は 7人とタイ等の水道事業が進んだ国々と比べても遜色のないレベルである。 

 

PPWSA の技術者や管理員の研修も日本、フランス、タイ、マレーシア、シンガポール、ラオス、

ベトナムにおいて実施され、確実に維持管理能力も向上している。上水道技術分野の過去３年間

の研修実績を表１-１-９に示す。 

 

表 １‐１-９ PPWSA の技術・管理員の研修実績（過去３年間/資金源別） 

 

項目 JICA WB UNDP SIDA ADB 合計 
管路網の維持管理 1     1 
料金徴収システム  1    1 
無効水量低減 4    3 7 
水質 3   1  4 
浄水処理 7 8 1   16 
出典：PPWSA 

 

（５）主要な問題と課題 
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プノンペン市の人口は年間約 5 %で急激に増加しており、これに比例して需要水量も増加してい

るため、供給水量の不足が年々拡大している状況にある。水道が普及していない市民は、自己水

源として雨水、湖沼水、浅井戸水を未処理のまま使用したり、PPWSA から浄水を購入していない

Wholesalerから未処理あるいは簡易処理しただけの不衛生な水の購入を余儀なくされている。こ

のような不衛生な水は、PPWSA の水価格の6倍～23倍で販売され、その購入者の大部分が貧困住

民で占められている。 

 

また、PPWSA の水道水は、浄水場の老朽化による水質改善能力の低下及び不適切な浄水処理管理

により、WHO の水質基準を満足できないでいる。 

 

さらに、プノンペン市の給水区域における給水圧は 0～1.0 kg/cm2 であり、５階建てアパートの

最高１階の住民にしか十分な水圧で給水できない状況である。 

 

プノンペン市水道事業の最大の問題点は、未だ多くの市民が水道による衛生的で安定した給水を

受けられないことである（未給水人口約70万人）。この問題を解決するためには、水道による供

給能力を増強し水道給水人口を増加させる必要がある。次いで、飲料可能な水を適切な水圧で安

定的に供給するために、給水水質の改善、給水圧の適正化が課題として上げられる。 

 

上記各課題に対する PPWSA の取組み及び解決策を以下に示す。 

 

１） 供給能力の増加 

 

a) 浄水生産能力の増加 

 

表１－１－１０に PPWSA の浄水場拡張計画を示す。2001 年にはチュルイチャンワール浄水場

（65,000 m3/日）、2004年（予定）には本計画による拡張プンプレック浄水場（総供給量150,000 

m3/日）が稼動する計画である。これにより 2005 年には、プノンペン市の浄水場の総水供給能力

は現在の約 2倍の 235,000 m3/日に達する。 

 

表 １‐１-１０ 浄水場能力拡張計画 

（単位：m3/日） 

浄水場名 2000 
（現在） 

2001 2002 2003 2004 

プンプレック 100,000 100,000 100,000 100,000 150,000150,000150,000150,000    
チャンカーモーン 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
チュルイチャンワール 0 65,00065,00065,00065,000    65,000 65,000 65,000 
計 120,000 185,000 185,000 185,000 235,000 
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b) 配水管網の整備 

 

 市街部 

現在、援助国・機関の協力により、市街部の配水管網の更新が行われており、Chamcar Morn及び

Toul Kork地区の一部を除いて工事が終了し、市街部全域の配水管網の敷設が 2001年中に完了す

る。図１-１-３に市街部各地区における配水管網整備に協力した海外援助国・機関を示す。 

 

 市街近郊部 

現在、ごく小地域を除いて市街近郊部において水道による給水は行われていない。今後、水道普

及が必要な地域である。PPWSA は建設中のチュルイチャンワール浄水場から市街部を縦断し市街

近郊部への送水管システムの構築工事に着手しており、2002年5月に完成する予定である。更に、

PPWSA は世銀、アジア開発銀行（ADB)、フランス政府に対してこの地域における配水管網の建設

資金の拠出を要請しており、現在大まかな整備資金の枠組みが決まっている（図１-１-４）。 

 

２） 水道接続数の増加 

 

a) 一般 

 

現在、配水管網が未整備の地域に関しては、今後、配水管網の整備と共に、PPWSA の水道接続を

増加する必要がある。現在、Wholesalerからの給水が行われている地域においても、PPWSAによ

る公共水道への敷設替えが必要である。 

 

b） 貧困住民への水道接続の促進 

 

PPWSA は貧困住民の給水状況を改善するために、定期的に貧民コミュニティーを巡回し、住民に

水道接続を促進している。貧困住民にとっては、1 回払いの高額の接続費用が PPWSA の水道利用

の最大の障害となっている。接続費用を軽減し、貧困住民の水道利用を容易にするために PPWSA

は以下の方策を実施している。 

• 貧困住民は、接続料金（約 US＄100）を 10回分割で支払うことができる。 

• 1 回目の支払いには、接続料金に対する付加価値税全額及び水道料金2ヶ月分の前払い金が必

要となる。最貧困住民に対しては、フランスのNGOがこの第 1回目の支払いを無償で供与し最

貧困住民の水道接続コストの負担を緩和し接続を促進している。 

世銀は、この初期投資コストに対して Revolving Fund（回転資金）をPPWSAに融資している。 

 

更に、PPWSA の水道は、水質、水量、価格とも Wholesaler の供給水や自己水源より優れており、
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配水管網が整備され水道接続が可能となれば、貧民住民を含むほとんどの市民が水道接続を希望

することは明らかである。 

 

c) 接続数の増加実績 

 

PPWSAは最大 90接続/日の接続増加が可能な体制を整えている。これは、最大年間 23,400接続数

/年（週 5日作業）に相当する。年間これだけの数の接続を定常的に実施することは困難であるが、

PPWSA よると、15,000 接続数/年（85,500 人/年に相当）の接続は確実に保証できるとしている。

また、1998-9年に実施された我が国の第2次プノンペン市上水道整備計画（無償資金協力）の7th 

January地区の配水管更新では実際に15,000接続数を 1年で完了した実績がある。従って、供給

量の増加及び給水人口の急激な増加にも対応できる能力を PPWSA は有している。 

 

３） 給水水質の向上 

 

給水水質を向上させるためには、浄水水質の向上及び給配水管での汚染を防止する必要がある。

市街部の給配水管は全て更新される予定であり配水管内での汚染の可能性は減少する見込みであ

る。従って、給水水質の向上には、浄水場での水質管理が重要である。 

 

４） 給水圧の適正化 

 

一般に 2階まで直接給水するためには 1.5～2.0 kg/cm2の給水圧が必要とされている。市内には、5

階建てのアパートが多く存在し、ここに直結給水を行うためには、給水区域内で 2.5～3.0 kg/cm2

の給水圧が必要である。既存浄水場における配水ポンプの増圧が必要である。 
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１‐１‐３ 社会経済状況 

 

（１） 「カ」国概況 

 

第 1次国家開発計画（1996～2000年）の最重要目標は、貧困減少及びそのための人材開発である。

主要な第 1次国家開発計画の要素を以下に列挙する。 

• 貧困緩和 • 人材開発と市場経済への取込み 
• 社会サービスの普及、特に女性や社会的弱者 • 経済生産基盤の開発 
• マクロ経済の安定 • 雇用の創出 
• 行政、司法制度の改革 • 自然資源の持続可能な利用 
• 物理インフラ投資と整備、特に農村道路 • 「カ」国経済の地域、地球規模経済への融合 
 

「カ」国経済は、復興開始以降、GDP成長率4.0～7.6 %で順調に成長を遂げてきたが、1997年の

政治危機による混乱の影響を受け1997年～1998年に一時成長が1.0 %に鈍化した。しかし、米の

豊作、観光客と衣類輸出の増加により、経済は好転し、1999年の GDP成長率は4.0％に回復した。

1999 年の１人当り GDP は 268 US$、世帯当り平均月収入は 106 US$であった。 

 

産業構造としては、農林水産部門がGDPの 35％、労働人口の80％を占めている。工業部門は、GDP

の 20 %、労働人口の5 %を占めるのみであるが「カ」国の成長分野で、特に、プノンペン市内に

集中する繊維業が最大の成長分野となっている。サービス部門は GDP の 45 %、労働人口の 15 %

を占める。この部門は、輸送、通信、観光客の拡大により 1992～96 年に大きく発展し、1997 年

の政治危機による国内の混乱により大きなダメージを受けたが、政治的安定の回復に伴い、現在、

サービス部門の成長は回復しつつある。 

 

1999 年の国内通貨「Riel」のドル交換レートは、１US＄＝3,800～3,900であった。「カ」国経済

は極度に US ドルに支配されているため、ドル交換レートの変化は直接、国内の消費者物価指数

（CPI)に影響を与える。1999年後半にかけてドル交換レートが安定していたため、4/4期にはCPI

の増加率（インフレ率）は 0％であった。 

 

1997/1998年の国家歳入は、8,810/9,180億 Rielでった。1999年初に付加価値税が導入されたこ

とにより、その歳入は急激に増加し$13,210億 Rielとなった。歳出は1997/1998 年に、約 1兆 3000

億 Rielであったが、1999年には 1兆 7,910 億 Rielに増加した。1997～1999年の財政赤字はそれ

ぞれ、4,380、3,790、4,750 億 Riel であり、海外資本調達額（Foreign Financing)は、4,890、

2,690、4,180 億 Rielであった。最大の歳出項目は国防･治安維持費で全歳出の 43 %を占める。 

 

1999 年の海外援助額は前年から7.51 %減少し、US＄400百万であった。その内、無償資金援助が

US＄309百万、有償資金協力が US$89百万であった。また、多国間がUS$153百万、二国間がUS$192
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百万、NGOが US$55百万であった。我が国は、US$89百万を拠出し、多国間・二国間を含めてトッ

プドナーとなっている。 

 

（２）調査対象地域 

 

１）概要 

 

プノンペン市は「カ」国の首都であり、市街部（中央地区）と市街近郊部に分かれ、更に 7地域

に分割される。市の総面積は 284.4 km2、その内市街部が約10％の 28.7 km2を占める。市街部は、

計画的に整備された地域であり、ホテルや官公庁、4～5階建てアパ－トが建ち並んでいる。また、

200～300の貧困コミュニティーが存在する。市街近郊部は、農地が中心で全体的に貧困住民が多

く住む。紡績工場等の労働集約的な工業も市内～空港を結ぶ道路沿いに発展している。 

 

２）人口 

 

センサス人口及びプノンペン市の人口統計等による地域別人口分布を表１－１－１１に示す。 

 

表 １‐１-１１ 過去の人口及び人口密度 

 

 面積 
(km2） 

1992年 
市統計人口 

1994年 
PPWSA 
推定人口 

1998 
市統計人口 

1998年 
市統計人口
密度 

（人/ha） 

1998年 
センサス 
人口 

市街部（Urban)       
Doun Penh 7.60 106,907 118,344 118,501 156 131,913 
7th January 2.35 87,840 97,238 92,771 395 96,192 
Chamcar Morn 9.50 111,301 123,209 162,565 171 187,082 
Tuol Kork 9.25 96,022 106,295 141,838 153 154,968 
小計 28.70 402,070 445,086 515,675 180 570,155 
市街近郊部（Sub-urban) 
Rusey Keo 99.06 120,108 132,958 168,515 17 180,076 
Dang Kor 112.67 63,381 70,162 92,978 8 92,461 
Mean Chey 44.00 97,377 107,795 159,599 36 157,112 
小計 255.73 280,866 310,914 421,092 16 429,649 
合計 284.43 682,936 756,000 936,767 33 999,804 
出典：General Population Census of Cambodia 1998, PPWSA 
注：1994 年の推定値は 1992 年の人口と年間平均人口増加率 5.51％で推定した人口。 

 

1998 年のセンサス人口は、999,804人であるが、ホームレス、ボート浮遊者等の非世帯人口を除

くと、950,542 人である。本計画ではプノンペン市の人口として、データが細かく信頼性が高い

市人口統計を採用した。それによると、市街部で 516 千人、市街近郊部で 421 千人、総人口 937



 

 21

千人となっている。これは、「カ」国の総人口の約8 %に相当し、全都市人口の32％に相当する。

1世帯当たりの家族構成員数は、プノンペン市で約5.7人となっている。1998年の人口密度は市

街部が 180 人/ha、市街近郊部が 16 人/ha、市全体では 33 人/ha となっている。55 %の人口が市

面積の 10 %を占める市街部に居住している。 

 

1992-98 年におけるプノンペン市の年平均人口増加率を表１-１-１２に示す。 

 

表 １‐１-１２ 年平均人口増加率 

 

    年平均人口増加率  
(92-98年) 

Don Penh 1.73 
7th January 0.91 
Chamcar Morn 6.52 
Toul Kork 6.72 
Russey Keo 5.81 
Dang Kor 6.60 
Mean Chey 8.58 
全プノンペン市 5.41 
市街部 (Urban) 4.23 
市街近郊部（Suburban） 6.98 
全国(2000年推定) 2.3 
出典：General Population Census of Cambodia 1998  
   全国は World Fact Book 

 

1992 年から 1998年におけるプノンペン市の年平均人口増加率は「カ」国全国平均（2.3％）を大

きく上回り、約 5.5％となっている。市街部が年率 4.23％、市街近郊部が 6.98％で増加した。 

 

プノンペン市の年齢別人口動態は、ピラミット型に近く、24歳以下の人口が約 55％を占める若い

人口構成となっている。今後も大きな人口増加が見込まれる。 

 

市の移動人口比率は73.4％であり、現在のプノンペン市人口の73.4％が他地域から移住してきた

人口である。移動人口比率は市街部で79.2％、市街近郊部で65.6％となっている。今後、移動増

が安定した場合、人口増加率が減少する可能性がある。 

 

表１-１-１３にプノンペン市の出生率、死亡率、出生時平均余命を「カ」国全体と共に示す。出

生率は「カ｣国平均の約70％であるが、乳幼児死亡率は「カ」国全体の半分、学童死亡率は3分 2、

出生時平均余命は約10歳高い。これらの要因が、市の出生率が他地域に比較して低いにもかかわ

らず、人口増加率が大きくなっている原因の一つとなっている。 
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表 １‐１-１３ プノンペン市の出生率、死亡率、出生時平均余命 

 

 プノンペン市 「カ」国平均 都市部 農村部 

出生率 3.74 5.30 4.42 5.47 

乳幼児死亡率 44 80 65 82 

出生時平均余命 65.7 56.3 60.0 55.8 
出典：General Population Census of Cambodia 1998  
注：出生率は女性 1人が生涯に生む子供の人数 
  死亡率は 1000 出生児当り 

 

４） 世帯統計 

 

表１－１－１４に「カ」国の世帯当り月平均収入を示す。プノンペン市の世帯当りの月平均収入

は約 300 US$、1人当りの月平均所得は57.6 US＄であり、「カ」国全体の約3倍に相当する。ま

た、プノンペン市は貧所得格差が比較的大きく、上位 10 ％の人口が市の全世帯収入の32.4 ％の

収入を獲得し、下位 50％の人口が全世帯収入の約 4分の 1を獲得するのみである。 

 

表 １‐１-１４ 月平均収入（1999 年） 

（単位：US＄） 

地域 １世帯当り 1人当り 
カンボディア 105.72 20.80 
プノンペン市 298.70 57.61 
他の都市部 135.00 25.82 
農村 82.37 16.42 
出典：Cambodia Socio-Economic Survey 1999, NIS, MP, Phnom Penh 

 

 

1999 年の Cambodia Socio-Economic Surveyの結果による飲料水源別の世帯数を表１－１－１５に

示す。これによると、水道による給水が45.4％と最も多く、次いで、給水車等からの買水が31.5％

となっている。 
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表 １‐１-１５ 1999年における飲料水源別の世帯数 

 

水源 世帯数 比率 (％) 
水道 78,909 45.4 
公共栓 4,972 2.9 
井戸 13,911 8.0 
衛生浅井戸（保全あり） 11,086 6.4 
浅井戸（保全無し） 619 0.4 
池、河川 8,636 5.0 
雨水 -  
給水車等買水 54,836 31.5 
その他 847 0.5 
合計 173,816 100.0 

出典：Cambodia Socio-Economic Survey 1999, NIS, MP, Phnom Penh 
調査団注：水道には PPWSA の水道及び Wholesaler からの給水を含むと考えられる。 

 

３） 産業 

 

2000 年現在、市内には233の工場が立地している。これは「カ」国の総工場数 309の 75.40％を

占める。工場の80％は市街近郊部に立地し、80％が衣類関係の工場となっている。総工場従業員

数は 100 千人であり、その内、95％が衣類関係の工場の従業員である。 
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１‐２ 無償資金協力要請の概要 

 

プノンペン市の上水道施設は長期にわたる内戦等の混乱の中で、施設の破壊、維持管理の放置に

より、施設は著しく老朽化し、市内の給水状況は極度に悪化していた。1991年のパリ合意の結果、

我が国を始め海外援助国・機関がプノンペン市の水道事業の復興支援を開始した。 

 

1993 年、我が国は、同市の上水道機能の回復を目的とした開発調査「プノンペン市上水道整備計

画」を実施し、2010年を目標年次とした水道マスタープランを作成した。マスタープランでは緊

急に実施すべきプロジェクトを取りまとめた緊急改修計画（URW)が策定された。この両計画に基

づき現在までプノンペン市の水道整備が実施されている。 

 

1994 年に始まった我が国による無償資金協力事業第 1次プノンペン市上水道改善計画では、緊急

改修計画の一部が取り上げられ、1996年にプンプレック浄水場の浄水生産能力が56,000 m3/日か

ら 100,000 m3/日に回復した。 

 

その後、第2次プノンペン市上水道改善計画が実施され、市内7th January 地区及びToul Kork

地区の一部の配水管網の更新が行われ1999年 2月に完了した。同様に、他の海外援助国・機関及

び PPWSA 独自により市内の配水管網の整備が行われている。 

 

「カ」国政府は、プノンペン市の給水状況を改善するため、上位計画により供給量の増加、普及

率の改善等を掲げ、他の海外援助国・機関からも積極的に援助を受けている。ただし、供給能力

の増加に対しては未だ不十分なため、今回、我が国に無償資金協力の要請がなされた。 

 

「カ」国政府から要請された無償資金協力（プンプレック浄水場拡張計画）は、プノンペン市の

水道普及人口を増加させるためにプンプレック浄水場を拡張すること、並びに住民に対して衛生

的な水を安定して供給するために、既存浄水場を改修/改善し浄水水質の改善及び給水圧の適正化

を行うことを目的としている。 

 

無償資金協力の要請内容は、表１-２-１に示すとおりであり、市の上水道マスタープラン内の緊

急改修計画に含まれていたプンプレック浄水場の拡張（50,000 m3/日）、取水施設の改善、導水

管及び配水池（10,000 m3）の新設である。その後、「カ」国政府は国際協力事業団（JICA)から

派遣された B/D 調査団に対して、当初要請の変更を要請した。 
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表 １‐２-１ 「カ」国からの要請内容 

 

要請施設/設備 原要請内容（要請書） B/D 現地調査時における変更要請内容 

取水施設 • 取水施設の改善 • 取水ポンプ（2200 m3/時）3台の更新 
• 浄水場拡張用取水ポンプ（2200 m3/時）2台の
新設    

導水施設 • 導水管（φ700mm x 1.5 km）
新設 

• 導水管（φ1200mm x 1.5 km）新設 

浄水施設 • 着水井、急速混和池、緩速
混和池、薬品沈澱池、急速ろ
過池の新設（50,000 m3/日分） 

• 着水井、急速混和池、緩速混和池、薬品沈澱
池、急速ろ過池の新設（50,000 m3/日分） 

薬品施設 • 薬 品 注 入 施 設 の 新 設
（50,000 m3/日） 

• 薬品注入施設の新設（150,000 m3/日） 
• 水質分析室及び機器の拡充 

配水池 • 10,000 m3新設 • 10,000 m3新設（合計貯水時間 5.1 時間分） 
配水ポンプ • 配水ポンプ 1台新設 • 配水ポンプ（2100 m3/時）3台更新 

• 配水ポンプ（1050 m3/時）1台新設 
注：B/D 要請内容に係わる PPWSA が示した優先順位は以下の通りである。 

• 第 1優先順位：拡張施設/設備（取水ポンプ 2台新設、導水管、浄水施設、薬品注入施設、配水ポンプ 1
台）及び改修として配水ポンプ 3台更新 

• 第 2優先順位：既存取水ポンプ 3台の更新 
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１‐３ 我が国の援助動向 

 

我が国によるプノンペン市水道事業に対する協力内容を表１-３-１に示す。1993年には上水道マ

スタープラン作成のための開発調査を実施した。その後、そのマスタープラン内の 2事業に対し

て無償資金協力を実施した。 

 

表 １‐３-１ プノンペン市水道事業に対する我が国による事業協力 

 

調査名 年 供与限度額 内容 

プノンペン市上水道整備計画
（開発調査） 

1993 - プノンペン市上水道マスタープラン・
緊急改修計画の作成 

プノンペン市上水道整備計画
（無償資金協力） 

1993～94 27.51 億円 プンプレック浄水場（100,000 m3/日）
改修、配水池（10,000 m3）の新設、配
水ポンプ及び高架水槽の改修 

第 2 次プノンペン市上水道整
備計画（無償資金協力） 

1997～99 21.54 億円 プノンペン市中心部 7th January 及び
Toul Kork 地区の一部の配水管網の整
備（67 km） 

 

我が国の専門家派遣による協力内容を表１-３-２に示す。我が国から上水道施設維持管理短期専

門家が 3名、タイ国から第 3国水質分析・管理専門家が 2名派遣及びJOCVから水質検査担当の団

員が派遣された。 

 

表 １‐３-２ プノンペン市水道事業に対する我が国の専門家派遣協力 

 

専門分類 指導内容 派遣期間 

JICA 短期専門家 上水道施設維持管理（配水システム） 1999.4.8 ～ 1999.10.7 

JICA 短期専門家 上水道施設維持管理（機械設備） 1999.9.8 ～ 2000.3.7 

JICA 短期専門家 上水道施設維持管理（電気設備） 2000.5.23 ～ 2001.2.22 

JOCV 水質検査 1998.10 ～ 2000.10 

JICA 第 3 国専門家（タイ国） 水質分析･管理（浄水プロセス管理） 1998 ～ 1999 

JICA 第 3 国専門家（タイ国） 水質分析･管理（主に水中微生物） 2000 ～ 2000.10 

 

我が国は、以下とおり PPWSA から 15名の研修員を受け入れトレーニングを行った。 

• 管路網の維持管理：1名 

• 無効水量低減：4名 

• 水質：3名 

• 浄水処理：7名 
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１‐４ 他援助国・機関の援助動向 

 

プノンペン市水道事業に対する主要な援助機関は、我が国、フランス、UNDP、World Bank（世銀）

及び Asian Development Bank（ADB）である。1993年から現在までに実施済み及び現在実施中の

主要な協力内容を表１－４－１及び表１－４－２、全協力プロジェクトを付属資料に示す。これ

らのプロジェクトは、市街地を中心として実施されてきた。 

 

表 １‐４-１ 主要な水道プロジェクト 

 

項目 内容 実施時期 資金源 金額 

（１）浄水場     
Phum Prek • 浄水場の改修 

浄水能力 54,000 m3/日から
100,000 m3/日に機能回復 

1993～1994 日本政府無
償 

27.51 億円 

Chamcar Morn • 浄水場ろ過池改修 1993～1994 年 ﾌﾗﾝｽ無償 US$3,260,000 
Chamcar Morn • 浄水場拡張･改修 

(10,000 m3/日) 
1996～1997 年 ﾌﾗﾝｽ無償、自

己資金 
US$5,300,000 

（２）送水管     
市内送水管システ
ム 

• 市内の送水本管の整備
(16km) 

1999～2001 年 12 月 ADB ﾛｰﾝ US$12,200,000 

（３）配水管網     
7th January 及び
Toul Kork の一部 

• 配水管整備(67km) 
• 水道メーター 

1997 年～1999 年 3 月 日本政府無
償 

21.54 億円 

Toul Kork, Boeng 
Salang 

• 配水管整備(97km) 1999～1999 年 12 月 世銀ﾛｰﾝ 
自己資金 

US$2,820,000 

Chamcar Morn • 配水管整備(60km) 1997 年～1999 年 1 月 ADB･世銀ﾛｰ
ﾝ、自己資金 

US$2,270,000 

Don Penh • 配水管整備(55km) 1993～1996 年 4 月 ﾌﾗﾝｽ無償、自
己資金 

US$4,907,000 

 

表 １‐４-２ 現在進行中の主要な水道プロジェクト 

 

プロジェクト 援助機関 状況 

1. チュルイチャンワール浄水場
新設 65,000 m3/日 

世銀 建設中：2001 年 10 月完成見込み 

2. 市内送水管システム新設 ADB 建設業者選定が終了：2002 年 5 月完成予定 
3. 市街部配水管網更新 ADB、世銀 2001 年初頭に完成予定 
4. 市街近郊部配水管網整備 ADB、世銀、フ

ランス 
一部ローン契約締結済み：PPWSAの計画では2005
年完成予定 

 

上記１～3 のプロジェクトは、本計画完工時までには終了している。市街近郊部の配水管網の整

備プロジェクトも2001年から整備が始まる予定であり、PPWSAが予定しているプンプレック浄水
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場及びチュルイチャンワール浄水場の浄水能力の増強に見合う送配水施設の整備が他海外援助

国・機関の融資及び PPWSA の自助努力により円滑に実施される予定である。 

 

既往のプロジェクトの実施により、市街地部の配水管網の整備が完了する。今後は海外援助国・

機関の協力を得て、市街近郊部の配水管網の整備が重点的に実施される予定である。前述図１－

１－３に市街近郊部の配水管網の整備計画を示した。 

 

 



 

 

 

 

第２章 

 

プロジェクトを取巻く状況 
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第２章  プロジェクトを取巻く状況 
 

２‐１ プロジェクトの実施体制 

 

２‐１‐１ 組織・人員 

 

プノンペン市の水道事業の歴史は、1895年のフランス植民地時代にさかのぼることができる。そ

の後、1960年の独立と共に水道事業はプノンペン市の水道局の管轄となった。クメールルージュ

時代には水道事業は放棄されたが、1992年の内戦終了と共に本格的な水道事業の復興が始まった。

1996 年にはプノンペン水道公社（PPWSA）となり財務と運営の自治が確立された。 

 

本計画の実施及び計画終了後の施設の運営・維持管理はプノンペン上下水道公社（PPWSA)が行う。

図２－１－１にカンボディア王国政府と PPWSA の関係を示す。PPWSA は組織的にはプノンペン市

政府下に属するが、財務的には独立した独立運営体である。  

 

図 ２‐１-１ PPWSA とカンボディア政府組織との関係 

 

1997 年 8月よりプノンペン市の中にPPWSAの課題の解決、将来計画等を討議し、重要な経営方針

等を決定するためのPPWSAの理事会（Board of Director）が設置された。理事会は７名の委員会

から構成されており、プノンペン市長が理事長を務めている。PPWSA 理事会の構成員は以下の通

りである。 

 

1- The Governor of the Capital Phnom Penh プノンペン市長 

2- The Representative of Ministry of Economic and Finance 経済・財政省代表 

3- The Representative of Ministry of Interior 内務省代表 

4- The Representative of Ministry of Industry, Mine and Energy 鉱工業･エネルギー省代表 

カンボディア王国政府

   その他の省庁内務省 

プノンペン市 

プノンペン水道公社プノンペン水道公社プノンペン水道公社プノンペン水道公社 
(PPWSA) 

   州政府 
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5- The Representative of Ministry of Public Works and Transport 公共事業・運輸省代表 

6- The Representative of Phnom Penh Water Supply Authority Employee,（水道公社職員代表） 

7- The General Director of Phnom Penh Water Supply Authority（水道公社総裁） 

 

図２－１－２に PPWSA の組織図を示す。PPWSA は技術・計画部、浄水・給水部、営業部、管理・

人事部、財務部の 5部門からなり、2000 年 7月現在の職員総数は 408 名である。 

 

本計画の実施は、PPWSA内の技術・プロジェクト部（Department of Technical and Project）が

中心となって行う。技術・計画部にはプロジェクト管理部門及び設計部門がある。本計画施設の

維持管理運転は浄水・配水部のプンプレック浄水場部門が担当する。 

 

 

 

図 ２‐１-２ PPWSA（プノンペン水道公社）の組織 

 

理事会（7名)  

調査 /消費者対策室秘書室 

財務部 技術･計画部 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理課 
- ADB係 
- 世銀係 
- ドナー係 

営業部 管理/人事部 

水道接続課 
- サービス管敷設係 
- 技術係 

会計システム課 
- 現金取扱い係 
- 一般会計係 

収入・料金徴収課 
- 7 ｽｼﾞｬﾆｭｱﾘｰ地区 
- ﾄﾞﾝﾍﾟﾝ 地区 
- ﾁｬﾝｶｰﾓﾝ 地区 
- ﾄｩﾙｺ-ﾙｸ 地区 

人事部 
- 給料・賃金係 
- 訓練センター係 

総務課 
- 保安係 
- 総務係 

浄水・配水部 

ﾌﾟﾝﾌﾟﾚｯｸ浄水場 

設計課 
- 小規模設計係 
- 運転維持管理係 
- 不明水量係 
- 水質分析係 

配水課 
- 配水管網敷設係 
- 漏水防止係 
- 維持係 

コンピュター課 
/料金請求会計ｻﾎﾟｰﾄ

ﾁｬﾝｶｰﾓﾝ浄水場 

ﾁｭﾙｲﾁｬﾝﾜｰﾙ浄水場 

外事課 

ワークショップ課 
- 機械設備係 
- 電気設備係 

局長 

消費者対策課 
- メータ検査係 
- 水道登録係 
- メータ交換係 

経理課 
- 予算係 
- 財務係 

調達課 
- 調達係 
- 倉庫係 

副局長 副局長 

：本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに直接関
係のある部所 
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２‐１‐２ 財政・予算 

 

（１）運営・維持管理 

 

PPWSAの浄水能力は1975年時点で150,000 m3/日であったが、内戦終了後の1992年には63,000 m3/

日と大きく低下していた。配水管網からの漏水は 50 %を超え、給水件数は 26,881 で（メータ設

置数 12.6 %）、そのうち 60 %以上が料金未払いで、徴収された水道料金では維持管理費の 50 %

しかカバー出来ない状態だった（History and 5 years Development Plan, 1996 PPWSA）。 

 

2000 年 3 月現在、国際援助及び PPWSA の自助努力により浄水場能力は 120,000 ｍ3/日に回復し、

61,790件の給水件数となり、そのうちの99.5％はメータが設置されている。有収率は61.7％で、

回収率（水量ベース）は91.7 %である。公共用水の回収率が49 %と悪く、公共用水を除くと100 %

の回収率となっている。 

 

PPWSA の経営目標を以下に示す。 

 

１）水需要量に対する給水量の確保と良質な飲料水（WHO 水質基準の遵守）の供給 

２）水道施設の拡張と改良 

３）適正な財政運営 

４）適正な資産運用 

５）人材開発の促進 

６）PPWSA 理事会、カンボディア政府、WB、ADB 等国際援助機関との連携 

７）需要者、特に貧困コミュニティーへの水供給 

 

（２） 財務・予算 

 

PPWSA はプノンペン市に属するが、財政的には独立した運営主体である。本計画の実施に関わる

予算及び本計画完了後の事業の運営及び維持管理に関わる予算についてはPPWSA が予算処置を施

す必要がある。 

 

PPWSA は一般に経営状態を表すのに用いられている財務諸表及び各種運営指標（有収率、給水原

価等）を作成し運営状況を正確に把握している。PPWSA の過去 3 年間の収支決算は表２－１－１

に示されるとおりである。それによると、PPWSA は過去 3 年間、政府からの補助を全く受けてお

らずかつ黒字を計上している。1999年における黒字額は1,516百万 Riel（約 US$400,000 に相当）

となっている。1999 年の営業収入は、1997 年の約 60 %増加した。また借用資金原資及び支払い

利息の積みたても行っており財務的に優良事業体である。 
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表 ２‐１-１ PPWSA の損益計算書 

（単位：1000Riel） 

 項目 1997 1998 1999 

IIII    営業収益          

1 給水収益 10,758,626 12,636,411 15,654,638 

2 水道接続料収入 814,812 2,309,870 2,141,647 

3 その他の営業収入 1,218,094 2,414,898 2,451,237 

 営業収益合計 12,791,53212,791,53212,791,53212,791,532    17,361,17917,361,17917,361,17917,361,179    20202020,,,,247,522247,522247,522247,522    

IIIIIIII    営業費用    

01 給料 726,513 1,457,704 1,326,394 

02 受託工事費 226,508 1,393,962 900,199 

03 維持費 293,463 472,157 305,197 

04 車両費 22,755 79,234 181,603 

05 薬品費 635,493 798,112 932,099 

06 電力費 3,260,573 3,498,169 3,784,061 

07 管理費 166,812 354,038 481,754 

08 その他の給料 510,515 574,974 231,492 

09 資産償却 1,783,012 507,147 4,446 

10 その他の営業費用 303,907 318,996 262,717 

 営業費用合計 7,929,5517,929,5517,929,5517,929,551    9,454,4939,454,4939,454,4939,454,493    8,409,9628,409,9628,409,9628,409,962    

 純収益（減価償却前） 4,861,9814,861,9814,861,9814,861,981    7,906,6867,906,6867,906,6867,906,686    11,11,11,11,837,560837,560837,560837,560    

11 貸倒金   160,085 

12 減価償却費 3,618,796 6,432,581 8,294,755 

 純収益（支払い利息前） 1,243,1851,243,1851,243,1851,243,185    1,474,1051,474,1051,474,1051,474,105    3,3,3,3,542,805542,805542,805542,805    

13 売上税     209,254  

14 支払い利息  331,327 1,212,299 

 全費用 11,548,34711,548,34711,548,34711,548,347    16,427,65516,427,65516,427,65516,427,655    18,077,10118,077,10118,077,10118,077,101    

    純収益（収入税前） 1,243,1851,243,1851,243,1851,243,185    933,524933,524933,524933,524    2,170,4212,170,4212,170,4212,170,421    

15 収入税  202,348 434,084 

 経常利益 1,243,1851,243,1851,243,1851,243,185    777731,17631,17631,17631,176    1,1,1,1,736,337736,337736,337736,337    

   １US＄＝3,850 Riel 

 

（３）水道料金 

 

PPWSA の水道料金は表２－１－２に示すような従量制の料金制度となっている。商業・工業、
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Wholesalerの水道料金は生活用に比べて割高になっている。供給単価（年間給水収益／年間総有

収水量）は 767 Riel/m3、給水単価（年間営業費用収益／年間総有収水量）は 886 Riel/ｍ3であ

り、商業・工業及びWholesalerの水道料金は940 Riel/m3以上であり、供給単価より高めに設定

されている。一方、30 m3/月以下の生活用水量の使用者の水道料金は 620 Riel/m3 であり、供給

単価以下となっている。 

 

表 ２‐１-２ PPWSA の水道料金 

 

水道料金 項目 
使用水量 
(m³/月) 

料金 
(Riel/m3) 

生活用水 0-15 
16-30 
31-100 
101 以上 

300 
620 
940 
1,260 

官公庁用水 一律 940 
商業、工業、Wholesalers 0-100 

101-200 
201-500 
501 以上 

940 
1,260 
1,580 
1,900 

 

2000 年 8月に電気料金が値上げとなった。これにより、今後、水道コストが増加するため水道料

金の値上げが見込まれている。非公式な情報であるが、生活用水の最低料金が 300 Rielから 550

～600 Riel に値上げされる予定である。 

 

Wholesalerが小売で売る水道料金は、その水源によるが、一般に2000～8000 Riel/m3で販売され

ている。これはPPWSAの水道料金の 6倍～23倍に相当する。Wholesalerの水購入者の大部分は貧

困住民で占められている。 

 

 

２‐１‐３ 技術水準 

 

表２－１－３にPPWSAの専門別経験年数別職員数を示す。事務職には経験年数の多い人材が多い

が、技術職には経験年齢10年以下の人材がほとんどを占める。今後、これらの若い技術職員のト

レーニングが必要となる。 
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表 ２‐１-３ PPWSA 職員の職種・職歴年数内訳 

 

職歴年数 職種 
0 ～ 10 年 10 ～ 20 年 20 年以上 

 Staff  11 8  
 Tradesman 75 105 52 Clerical 

(事務) 
 Unskill 10   

 Civil engineer 7   

 Mechanical engineer 15   

 Electrical engineer   2 

 Chemist 8   

 Biologist 0   

Technical 
(技術) 

 Others 5 3  

 Technician 18 3  

 Worker 15 6  

 Meter reader    

 Bill collector 25 16  

Manual 
(一般) 

 Others 17 7  

合計 206 148 54 

 

本計画施設であるプンプレック浄水場の維持管理を担当する人員数は現在32名であり、その内訳

を表２－１－４に示す。技術・プロジェクト部内の水質検査課はプンプレック浄水場を含む市内

全体の水質検査及び薬品注入量の決定を行っている。また、必要に応じて地方水道の水質検査を

実施している。技術・プロジェクト部の維持管理部門も浄水場の浄水処理管理に関与している。 

 

浄水場の要員・技術レベルの課題は以下の 3点があげられる。 

 

１）人員の技術レベルは、一般的な運転・維持管理を行うには問題ないが、ポンプ等の高度な技

術を必要とする機器の維持管理や故障の際の対応には不十分である。 

 

２）既存浄水場の最大の問題点の１つである浄水水質改善・管理のためには、浄水処理担当の技

師が必要であるが、プンプレック浄水場には現在、担当する技師がいない。 

 

３）浄水水質改善のためには、浄水処理担当技師に加えて、水質検査人員の技術レベルアップ及

び人員の補強が必要である。（2000年 10月まで、JOCV隊員が派遣されて技術移転を行っていた。

引き続き隊員の派遣が必要と考える。） 
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表 ２‐１-４ プンプレック浄水場の人員配置 

（技術・計画部の関係部門を含む） 

職種 職員数 

1. プンプレック浄水場  

1.1 場長 1 

1.2 維持管理  

   機械技師（副場長） 1 

   電気技能者 2 

   機械技能者 1 

   技能工 3 

1.3 運転管理（4シフト交代勤務）  

   責任者 4 

   制御室オペレーター 4 

   薬品注入運転 4 

   沈澱池・ろ過池運転 4 

   浄水ポンプ運転 4 

   取水ポンプ運転 4 

   車両、守衛、その他 3 

計計計計    32323232    

2. 技術部  

2.1 水質管理（化学、生物） 2 

2.2 維持管理（浄水処理） 1 

合計 35 

 

 

２‐１‐４ プンプレック浄水場の既存の施設・機材 

 

（１） 既存施設の概要 
 

a）浄水場システム 

 

図２－１－３に既存プンプレック浄水場システムの模式図を示す。Sap 川からポンプで取水され

た原水は、2 条の導水管により浄水場着水井に導水される。その後、原水は急速及び緩速攪拌さ

れフロック形成が行われ薬品沈澱池でフロック化された濁質の沈澱除去が行われる。その後、沈

澱水は急速ろ過池で微少な濁質が除去される。ろ過水は塩素消毒が施され浄水となり配水池に貯

水され、ポンプで市内へ送配水される。 
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図 ２‐１-３ 既存プンプレック浄水場システム（100,000 m3/日） 

 

b）浄水量 

 

プンプレック浄水場の原水量及び浄水生産量を図２－１－４に示す。1998 年の日平均浄水量は

96,100 m3/日、1999年には 92,400 m3/日となっている。原水量を測定する水量計がないため原水

量は測定されていない。PPWSA は、原水量を浄水生産量の約 105％として算出している。 

図 ２‐１-４ プンプレック浄水場原水量及び浄水量実績 

 

（２）各施設内容及び問題点 
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プンプレック浄水場の既存施設及び設備の内容及び問題点を表２－１－５（a）～(e)にまとめた。 

 

表 ２‐１-５ 各施設内容・状況及び必要な対策 

 

（a）取水施設（Sap 川） 

既存施設 既存施設の内容 設置年 問題点 

取水塔 
 

RC 造り 
下部構造 内径 4.95 m × 深さ 11.60 m  
上部構造 10.0m × 11.0m × 高さ 8.7 m 

1966 
 
 

 

取水ゲート 高さ 1.0m×幅 1.0m 
 4 基（内 2基  6 月～10 月 雨期 取水用 
         2 基 11 月～ 5 月 乾期 取水用）  
ロッドφ50 mm （13.42 m － 2 本、7.16 m － 2 本） 

1966 
 
 
 

ゲート以外の開閉台、ロッド
は使用不可能である。 

取水ポンプ 立型斜流ポンプ 3 台（内 1台予備） 
口径               ；500 mm 
流量               ；2,200 m3/時 
総揚程             ；21.0 m 
モーター           ；50 Hz, 3,000 V, 18.5 kw 
インペラー材質     ；ブロンズ(青銅) 
附属品             ；φ700 mm 逆支弁 
(各ポンプ 1台当り)φ700 mm 手動仕切弁 

1989 
 
 
 
 
 

ポンプ取替後 10年間が経過
している。インペラーがブロ
ンズ製のため、約 4～5年後
には耐用年数を越える。 

電動天井走
行クレーン 
 

吊り上げ容量       ；6.0 ton 
H 鋼               ；440 × 300 mm 
走行               ；10.0 m 
横行               ；8.0 m 
スパン             ；10.0 m 
吊り上げ高         ；5.0 m  

 
 
 
 
 
 

走行・横行は可能であるが、
吊り上げ機がスリップする
ため、ポンプの吊り上げ、吊
り下げ時に危険な状態であ
る。 

アクセス 
ブリッジ 

鋼トラス橋     
スパン             ；42 m × 幅 4.0ｍ 
管主桁             ；φ900 mm × 2 条 

1966 
 

アクセスブリッジと取水塔
の取り付け部が不安定であ
る。 

エアー 
ベッセル 
            

容量               ；15 m3／ﾀﾝｸ ×2 ﾀﾝｸ 
圧力               ；5.0 kg/cm2 

1966 
 
 
 

Sap川の洪水時に、室内の水
位が上昇し、タンクが半分程
水没するため、タンクの下部
の腐食が著しく、圧力容器と
して使用に問題あり。 

空気弁                    ；φ65 mm  作動していない。 

 

（b）導水施設 

既存施設 既存施設の内容 設置年 問題点 

原水導水管 普通鋳鉄管；φ700 mm × 2 条 
L1 = 1,270 m × 1 条、  
L2 = 1,214 m × 1 条 
  

1958 
1966 

L1 管路の一部は 1958 年に布設され、残り
の部分及び L2管路は 1966年に布設された
が、管の内面はモルタルライニングが行わ
れていないため、錆の発生が著しく、また、
土砂の付着・沈殿が多く、管内流速係数が
C = 70～80 に達している。 
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（c）浄水施設 

既存施設 既存施設の内容 設置年 問題点 

着水井 RC 造り、1池 
幅 4.50 m × 長さ 5.75 m × 水深 4.74 m = 123 m3 
排泥弁      ；φ100 mm  1 基 
越流堰       ；L = 4.0 m   1 式 

1966 
 
 

 

薬品 
急速攪拌池 
 
 
 

RC 造り、2池 
幅 2.80 m × 長さ 2.95 m × 水深 2.23 m = 18.5 m3／池 
流入ゲート   ；幅 1.0 m × 高さ 1.0 m、2 基 
薬品注入装置；1槽 
ﾌﾗｯｼｭﾐｷｻｰ   ；φ320 × 348 rpm × 4 kw × 380 V 
流出ゲート  ；幅 1.0 m × 高さ 1.0 m  2 基 
トップバルブ；φ80、2基  

1966 
 
 
 
 
 
 
 

容量が不足によ
り滞留時間が不
足しており、十分
に薬品が混和さ
れていない。 

フロック 
形成池 
 

RC 造り、6池 
幅 11.10 m × 長さ 5.53 m × 平均水深 3.29 m = 202 m3 
流入ゲート  ；φ300 内ネジ式、12 基 
ﾌﾛｷｭｯﾚｰﾀｰ   ；φ4.50m×高さ2.5m×25／37rpm× 1.3／2.0 kw × 380 
V  12 基 

1966 
 
 
 
 

容量が不足によ
り滞留時間が不
足しており、フロ
ック形成が悪い。 

横流式 
薬品沈澱池 

RC 造り、6池 
幅 11.10 m × 長さ 53.20 m × 平均水深 2.45 m = 1,467 m3 
• 沈殿池排水用 
トップバルブ；φ200 mm、18 基 
流入装置    ；スピリットロール  6 組 
• 集水渠排水用 
トップバルブ；φ100 mm  6 基     
清掃用バルブ；アングルバルブ φ60 mm  28 基 
清掃用ポンプ；φ80 mm × Q 30 m3/時×H 61.55 m×17.6 kw×380 V  

1966 
 
 
 
 
 
 
 

 

流入装置が木製
で腐食している
ため、流れ方向が
一定していない。
流入構造の不備
で、沈殿地内で乱
流が発生してい
る。 

急速ろ過池 
施設 
 

RC 造り、12 池、水･空気併用逆流方式 
幅 4.50 m × 長さ 11.90 m  = 53.55  m2/池 
流入ゲート     ；クラップゲート  24 基 600 × 250 mm 
排水弁         ；φ100 mm  12 基 
操作台         ；空気圧作動形、2池操作式  6 台      
ろ床           ；水･空気併用逆洗方式 53.55 m2／池 × 12 
ろ過砂         ；砂層圧 1.0 m、有効径 1.0 mm、均等係数1.6 以下、砂質シ

リカ砂 
ろ過流量調節機 ；サイフォン型、流入管φ300 mm  12 基 
水逆洗弁       ；空気圧作動フランジレスバタフライ弁φ400 mm  12 基  
水逆洗本管     ；φ450 mm、一式  
空気逆洗弁     ；空気圧作動フランジレスバタフライ弁φ200 mm  12 基 
空気逆洗本管   ；φ250 mm、一式  
ろ過水弁       ；空気圧作動フランジレスバタフライ弁φ300 mm  12 基 
逆洗水ポンプ   ；φ250/φ300 mm × Q 1,100 m3/時 × 8.0 m × 45 kw × 380 

V / 660 V × 2 台 
逆洗エアーブロワー  ；ルーツ型 
 ① φ200 × Q 3,700 m3/時 × P 0.3 bar × 45 kw × 380 V × 1 台 
 ② φ200 × Q 3,000 m3/時 × P 0.3 bar × 45 kw × 380V / 660 V×1 台 
エアーコンプレッサー；空気圧作動弁操作用 
 Q 11.42 m3/時 × P 21.0 bar × 1.5 kw × 380 V × 300 lit. tank×2 台 

1994
改修 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

浄水施設 
排水設備 

プンプレック浄水場～Sap 川間 
φ800 RC パイプ、L = 1,200 m  1 条 

1966 
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（d）薬品注入施設 

既存施設 既存施設の状況及び必要な対策 設置年  

薬品注入棟 
 

溶解室（1階）360 m3 
注入室（2階）264 m3 
     計       624 m3  

1966 
 

老朽化が著しい。 

硫酸バンド
注入設備 

硫酸バンド溶解槽；幅 2.0 m × 長さ 2.0 m × 2 槽 
硫酸バンド攪拌装置；エアーコンプレッサー  1 台 
硫酸バンド注入ポンプ；φ11/2” × 0.23 lit/sec × 
3kg/cm2× 0.75 kw × 380 V × 3 台  

1966 
1978 頃 
1988 頃 
 

硫酸バンド注入ポンプ 1 台
故障、残り 2台も老朽化が著
しく、注入量の調節も不可
能。 

消石灰注入
設備 

消石灰溶解槽  ；幅 2.0 m × 長さ 3.0 m × 2 槽 
消石灰攪拌装置；φ330 × 125 rpm × 2.2 kw × 2 基 
消石灰注入ポンプ；φ70 × Q 36 m3/時 × H15 m × 7.5 
kw × 380 V × 2 台 
(状況と対策）  

1966 
1978 
 
 
 

最近、チャンカーモン浄水場
の注入ポンプを移設したが、
注入量の調節不可能、目詰ま
りが発生等問題があり適正
な運転に至らない。 

塩素注入設
備 

塩素注入機    ；10 kg/時  2 基 
塩素注入給水ポンプ（M55）；1台 

1989 頃 
 

1 台のみ運転可能、予備が必
要。 

 

（e） 配水施設 

既存施設 既存施設の状況及び必要な対策 設置年  

配水池 
 

No.1 配水池 RC 造り 1 池 
幅 50.0 m × 長さ 50.0 m × 有効水深 4.0 m = 10,000 m3 
No.2 配水池 RC 造り 2 池 
幅 31.4 m × 長さ 39.4 m × 有効水深 4.06 m = 5,000 m3 

1959 
 
1995 
 

 

配水ポンプ
室 
 

RC 造り 2 室 
No.1 ポンプ室 
幅 8.25 m × 長さ 19.45 m × 高さ 6.0 m 
No.2 ポンプ室 
幅 8.25 m × 長さ 20.00 m × 高さ 6.0 m 

 
1966 
 
1995 
 

 

配水ポンプ • DP-1、2 ＆ 3（KBU）3 台 
φ500/φ400 × Q 2,100 m3/時 × H 42.0 m × 325 kw × 3,000 V 
• DP-4（Ebara）1 台 
φ500/φ400 × Q 2,100 m3/時 × H 42.0 m × 325 kw × 3,000 V 
• DP-5 & 6（Kubota）2 台 
φ350/φ200 × Q 1,050 m3/時 × H 42.0 m × 180 kw × 3000 V 

1966 
 
1995 
 
1994, 
1995 

DP-1、2 ＆ 3（KBU）
3 台は老朽化が著
しく公称能力（配水
圧）を大幅に下回っ
ている。 

送水ポンプ TP-1 & 2（Kubota）2 台 
φ350/φ200 × Q 1,050 m3/時 × H 42.0 m × 180 kw × 3000 V 

1994, 
1995 

 

送配水ポンプ
用真空ポンプ
設備 

2 組   

天井走行 
クレーン 

No.1 クレーン 1 基 
吊り上げ容量          ；3 ton 
No.2 クレーン 1 基 
吊り上げ容量          ；4 ton 

1966 
 
1994 
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（f） 水質分析室（ラボラトリー） 

既存施設 既存施設の内容 問題点 

水質分析室 
 

幅 3.3  m × 長さ 4 m 
携帯用分光光度計(HACHDR2000) 1台 
濁度計（HACH) 1台（使用不能） 
携帯用濁度計(HACH) 1台 
携帯用ｐH計(HACH) 1台 
携帯用電気伝導度計(HACH) 1台 
携帯用残留塩素計（HACH) 1台 
携帯用 DO計 1台 
ジャーテスター6連式 1台 
乾燥器 1台 （温度調節不可能、老朽化著しい） 
恒温器 1台 
オートクレーブ 1台 （圧力計破損、老朽化著しい） 
蒸留水用蒸留装置 1台 
天秤(小数点以下 2桁) 1台 
小型真空ポンプ 2台 
冷蔵庫 2台 （内 1台故障） 
マグネットスターラー3連 1台 
ガラス器具一式 

分析室は６畳一間ほどの広さで
検査機器・薬品棚の設置場所を
差し引くと作業スペースがほと
んどない。また機器設備も携帯
用を通常業務に使用しており、
それら機器の分析精度の低さ
や、携帯用分光光度計ならば応
用が効かないなどの問題があ
る。携帯用機器を標準機器に転
換する必要があり、分析のため
の十分なスペースも必要。 

 

表２－１－６及び７に既存施設の設計値および実際の運転値を示す。 

 

表 ２‐１-６ 主要な既存施設/設備の設計値と実運転条件 

 

施設／設備 設計値 実際の運転値 

1. 取水施設 
  1)取水口 
  2)取水量 

 
• 流速(v) = 0.6 ～ 1.25 m/sec 
• 日最大給水量(m3/日)ｘ1.05 ～ 1.07 

 
流速 = 0.62 m/sec 
約 100,000 m3/日 

2. 導水施設 
  導水管 

• 流速係数(C) = 110 ～ 130 
• 水理計算：ﾍｰｾﾞﾝ･ｳｨﾘｱﾑ公式 

 
C = 70 (堆砂、錆コブ等により減少) 

3. 浄水施設   
1)着水井 
  
  

• 滞留時間 = 計画処理水量の 1.5 分以上 
• 水深 = 3.0 m ～ 5.0 m 
• 越流設備を設置すること 
 

1.66 分 
4.7m 
設置してある 

2)急速薬品混和池 • 滞留時間 = 計画処理水量の 0.5 ～ 1.0 分 
 

0.5 分 
 

3)フロック形成池 
 

• 滞留時間 = 計画処理水量の 20 分以上 
• 機械攪拌又は阻流板を有する流水路による
フロック形成 
 

約 17 分 
機械攪拌 
 

4)横流式薬品沈澱池 • 表面負荷率 = 0.75 ～ 1.5 m/時 
(12.5 ～ 25 mm/分) 
• 平均流速 = 0.45 m/分以下 

 
1.23m/時 = 20 mm/分 
0.45m/分 
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表 ２‐１-７ 主要な既存施設/設備の設計値と実運転条件（続き） 

 

施設／設備 設計値 実際の運転値 

• 水＋空気併用逆流洗浄方式 
• 洗浄水・空気量 
  水：0.30 ～ 0.50 m3/分･m2 
  空気：0.80 ～ 1.20 m3/分･m2 

 
 
0.36 m3/分･m2 
0.97 m3/分･m2 

• ろ過速度：150 ～ 200 m/日 171 ～ 183 m/日 

• ろ過砂 
  有口径：1.0 ｍｍ 
  均等係数：1.4 以下 
  砂質：シリカ砂 
  砂層厚：0.8 ~ 1.0 m 

 
 
1.6 
 
1.0 m 

• 制御弁類：モーター駆動弁又は空気圧作動弁 空気圧作動弁 

5)急速ろ過池 

• 逆洗方法と逆洗時間 
  空気＋水：4 ～ 6 分 
  水   ：20 ～ 30 分 
  洗浄回数： 

 
5 分 
30 分 
洗浄回数：1日 1 ～ 2 回 

4. 配水池容量 • 日最大配水量の 2 ～ 3 時間相当量（浄水池
容量） 

20,000 m3 
(浄水量 100,000m3/日の 4.8 時間相当量) 

5. 配水ポンプ 
 

（No1 ポンプ室） 
• 台数：4台（内 1台予備） 
• 流量： = 35.0 m3/分 
• 総揚程：42 m 
• 回転数：1,450 r.p.m. (4P) 

 
 
 
 
5-16 m（3 台）、42 m（1 台) 

 
 

（No2 ポンプ室） 
• 台数：2台（内 1台予備） 
• 流量： = 35.0 m3/分 
• 総揚程：42 m 
• 回転数：1,450 r.p.m. (4P) 

公称能力で運転 

6. 送水ポンプ （No2 ポンプ室） 
• 台数：2台(内 1台予備) 
• 流量：1,050 m3/時 = 35.0 m3/分＝7.5 m3/分 
• 総揚程：42.0 m 
• 回転数 960 r.p.m. 

公称能力で運転 

 

（３） 浄水場内の水質管理の現況と問題点 

 

a）原水水質 

 

プンプレック浄水場原水の 1999 年における月別平均水質測定結果の主要な水質項目に関して水

質範囲を以下に示す。詳細なデータを付属資料に示す。 

 

• 温度： 25～30℃ 

• 電気伝導度： 67～126μs 

• TDS： 34～63 mg/l 

• 濁度（NTU）： 30～360 
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• pH： 6.79～7.82 

• アルカリ度： 28～60 mgCaCO3/l 

• 全細菌類： 1600～31800 cfu/100ml 

• 大腸菌群： 800～13600 cfu/100ml 

 

上流の Tonle Sap湖には、アオコ発生の原因となる藍藻類（Anabaena, Microcystis, Phormidium, 

Oscillatoria等）が存在する。これら藍藻類には有毒なものやろ過池の閉塞障害となるものが含

まれている。乾期には、この藍藻類がTonle Sap 湖から Sap川に流出し、表層から1 m以内に生

息している。これらの藍藻類を含む原水をプンプレック浄水場で取水している。 

 

b）浄水水質 

 

1999 年のプンプレック浄水場浄水の月別平均水質測定値のうち、WHOの水質基準を満たしていな

い水質項目及びその概要は以下の通りである。濁度に関して水質基準を満足していないことが多

い。詳細データを付属資料に示す。 

 

水質項目 WHO 基準 評価 
色 15 以下 1月、9月、11月に基準を満足できない。 
濁度（NTU) 1.0 以下 1～9月に基準を満足できない。5月には 6.0に上昇する。 
ｐH 8.5～6.5 3 月、6月に基準を満足できない。 
鉄（mg/l） 0.3 以下 1月のみ基準を満足できない。 
マンガン（mg/l） 0.1 以下 5月のみ基準を満足できない。 

 

c）浄水過程における水質 

 

1999 年における3時期（乾期初め、乾期終り、雨期）の各浄水過程（原水、急速攪拌、緩速攪拌、

沈澱後、ろ過後、浄水場給水栓）における水質の測定結果を付属資料に示す。浄水過程での年間

水質の変動特性はこの 3時期で代表できる。この 3時期の濁度の処理特性を以下に示す。 

• 沈澱後の濁度の目標水質は 5 NTU であるが、乾期初め、雨期でこの数値を超えている。 

• 1 日の中でも濁度の除去効率が大きく異なる。 

• 浄水場給水栓の濁度は、WHO の水質基準を満たしていない。 

• 浄水場給水栓の遊離塩素濃度が給水栓での WHO 基準値の 0.2 mg/l 以下であることが多い。 

• 遊離塩素の濃度が不規則である。 

 

d）給水水質 

 

給水水質の水質特性を以下に示す。詳細なデータを付属資料に示す。 

• サンプリングされたほぼ全ての給水栓で濁度が WHO の基準を満たしていない。 
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• 遊離残留塩素の濃度が WHO の基準値を満たさないサンプルが 40 の中 12 あり、十分な消毒が

行われていない。 

• 給水栓で大腸菌群が確認されている。（1999 年 4月 JICA 第 3国専門家報告書） 

 

e）使用薬品 

 

凝集剤として硫酸バンドが使用されている。月平均注入量を次図に示す。乾期の原水濁度が低い

とき注入量は少なく、雨期の高濁度時に増加する。 

図 ２‐１-５ 月平均硫酸バンド注入量 （mg/l） 

 

当初は、アルカリ度調整のための凝集補助剤として消石灰を注入していたが、現在は注入設備の

老朽化によりアルカリ度の調整は行われていない。 

 

消毒剤として塩素が使用されている。次図に注入実績を示す。 
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図 ２‐１-６ 月平均塩素注入量 

 

 

f）水質管理の問題点 

 

以下に水質管理の問題点を示す。 

 

• 薬品注入装置の老朽化及び原水量のモニターができないため、正確な薬品注入量が設定でき

ない。 

• JICA 第 3 国専門家の報告によると、沈澱池の pH が 6.0 以下にまで低下することがあり、前

アルカリ注入が必要であるが、凝集条件を最適にするための前アルカリ注入設備がないため適

切な凝集条件を整えることができない。 

• 十分な急速及び緩速攪拌がなされていないため、十分なフロック形成がなされていない。 
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２‐２ プロジェクトサイト及び周辺の状況 

 

２‐２‐１ 関連インフラの整備状況 

 

（１） 道路、電気の布設状況 

 

プノンペン市市街地内では、よく整備された舗装道路が東西南北に走っている。本計画の予定施

設は、市街地内北部の交通の便がよい場所に立地している。 

 

市内では、年間約140回、最長で 1時間、最短で数分の停電が発生している。総電力量に不足は

ないものの、送電網の不備により停電が発生しており、この問題の解消に向けて、現在、我が国

の援助により、第 2次プノンペン市電力供給施設改善計画が実施されている。 

 

我が国による第１次プノンペン市上水道整備計画で改修されたプンプレック浄水場の受変電設備

総容量は 3,000 KVA であり、本計画に必要な容量が確保されている。 

 

（２） 用地の手当て 

 

本計画で予定されている施設で、建設用地が新たに必要な施設は、拡張浄水場及び新設配水池で

ある。両施設用に、既存プンプレック浄水場内西部に約 17,000 m2 の用地が確保されている。浄

水場予定地は現地盤であるが、配水池予定地はBoenk Kak湖の既埋立地である。埋立地の登記は

既に済んでおり PPWSA 所有地となっている。 

 

 

２‐２‐２ 自然条件 

 

（１） 調査対象地域の概要 

 

カンボディア国はインドシナ半島南西部にあり、タイ、ラオス、ベトナムの3国に囲まれている。

国土はMekong、Sap両河川流域の広大な平野からなり、国土の南西部はシャム湾に面し、西より

にはアジア最大の湖 Tonle Sap 湖が位置する。国土面積は 18,100 ㎞ 2を有し、24州からなる。 

 

全土が熱帯気候で年間を通して高温多湿である。モンス－ンの影響が強く、気候は雨期と乾期に

明確に 2分される。5～10月の雨期には南西風が多量の降雨をもたらし、11～4月の乾期には北東

風が大陸の乾燥した大気をもたらす。 

調査対象地域であるプノンペン市は「カ」国の首都であり、Mekong 川中下流の海抜 10 m 前後の

平坦地に位置する。市は、Sap川が Mekong川に合流する地点の両川の西岸に発達している。Mekong 





















 

 

 

 

第３章 

 

プロジェクトの内容 
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